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一　

プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
レ
ー
ギ
ノ
の
生
涯（
１
）

　
　

 　

司
教
ア
ー
ダ
ル
ベ
ロ
殿
、
傑
出
し
た
才
能
に
恵
ま
れ
、
遍あ
ま
ね

く
知
恵
の

探
求
を
通
じ
て
大
い
に
卓
越
せ
る
お
方
に
、
キ
リ
ス
ト
の
あ
ら
ゆ
る
信
奉

者
の
中
で
最
も
低
き
身
で
は
あ
る
も
の
の
、
あ
な
た
様
の
偉
大
さ
に
万

事
に
お
い
て
至
高
の
敬
意
を
表
す
る
者
た
る
レ
ー
ギ
ノ
は
、
忠
誠
な
る
祈

禱
の
賛
辞
を
献
げ
ま
す
。
こ
こ
に
、
我
々
と
我
々
の
祖
先
た
ち
の
時
代
に

つ
い
て
の
諸
作
品
か
ら
私
が
編
み
ま
し
た
年
代
記
（C

hronica

）
を
謹
呈

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
あ
な
た
様
の
唯
一
無
二
の
賢
明
さ
に
よ
っ
て
検
証
し

て
頂
き
、
そ
れ
が
満
足
に
足
る
か
あ
る
い
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
か
、
明
敏

な
評
価
を
請
い
た
い
が
故
で
す
。
私
は
そ
れ
を
二
巻
の
小
さ
な
書
物
に

分
け
、
主
の
受
肉
の
初
年
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
か
く
し
て
着
手
し
た
作

品
を
現
在
に
至
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
先
述
の
主
の
受
肉
か
ら
数
え
て

九
〇
八
年
に
至
る
ま
で
書
き
続
け
、
こ
こ
に
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

一　
『
年
代
記
』
序
文
の
献
呈
辞
の
一
節
で
あ
る
。
著
者
に
対
す
る
研
究
者

の
評
価
は
、「
記
事
の
正
確
さ
の
故
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
な
視
座
と
自
律

的
な
判
断
の
故
に
、
中
世
の
あ
ら
ゆ
る
年
代
記
作
者
の
中
で
ト
ッ
プ
の
一
人
つ

の
地
位
を
占
め
る
」（
デ
ュ
ム
ラ
ー
）（
２
）
と
極
め
て
好
意
的
で
あ
る
。「
記
事
の

正
確
さ
の
故
で
は
な
く
」
と
い
う
の
は
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
幾
多
の
誤

謬
を
含
意
し
て
い
る
。
近
年
、
初
め
て
そ
の
包
括
的
研
究
を
提
示
し
た
ゲ
ッ
ツ

も
、「〔
レ
ー
ギ
ノ
が
〕
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
時
代
末
期
の
最
も
重
要
か
つ
興
味
深
い

歴
史
叙
述
者
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
」
と
し
た
上
で
、『
年
代

記
』
を
「
極
め
て
独
特
で
個
性
的
な
歴
史
書
の
一
つ
」
に
数
え
る（
３
）。

も
っ
と
も
、
そ
の
著
者
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
作
品
中
で
言
及
さ
れ
た
プ
リ

ュ
ム
修
道
院
長
と
し
て
の
経
歴
（
在
位
八
九
二
│
九
九
年
）
以
外
に
は
僅
か
の

記
録
し
か
伝
承
さ
れ
て
い
な
い（
４
）。
そ
も
そ
も
、「
レ
ー
ギ
ノ
（R

egino

）」

と
い
う
特
異
な
表
記
名
が
い
か
な
る
名
前
の
短
縮
形
で
あ
る
の
か
、
こ
の
点
に

つ
い
て
さ
え
既
に
議
論
が
あ
る
（
後
述
）。
生
年
も
不
詳
で
あ
る
が
、
後
年
の

キ
ャ
リ
ア
か
ら
算
定
し
て
八
四
〇
年
頃
と
見
做
す
の
が
一
般
的
で
あ
る（
５
）。

プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
レ
ー
ギ
ノ
『
年
代
記
』
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修
道
院
に
て
請
願
を
立
て
た
修
道
士
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（
10
）。
も
っ
と
も
、

そ
の
後
の
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
就
任
に
至
る
経
緯
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
な
お

ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る（
11
）。

二　

今
日
の
ド
イ
ツ
と
ベ
ル
ギ
ー
の
国
境
近
く
に
位
置
す
る
プ
リ
ュ
ム
修
道

院
は
七
二
一
年
、
マ
ー
ス
・
モ
ー
ゼ
ル
川
流
域
地
方
に
勢
力
を
張
る
有
力
貴
族

家
門
の
出
の
ベ
ル
ト
ラ
ー
ダ
と
息
子
の
伯
カ
リ
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
カ
ロ
ス
ガ
ウ

の
自
有
地
に
建
立
さ
れ
た（
12
）。
ア
ル
デ
ン
ヌ
地
方
の
農
村
地
帯
に
立
つ
も
の

の
、
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
権
力
基
盤
で
あ
る
メ
ッ
ツ
、
ト
リ
ー
ア
、
ア
ー
ヘ
ン
に

近
接
し
て
お
り
、
そ
の
台
頭
も
同
家
の
庇
護
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
後
衰
退
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
同
院
を
七
五
二
年
に
再
興
し
、
帝
国

修
道
院
と
し
て
隆
盛
す
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
ベ
ル
ト
ラ
ー
ダ
の
同
名

の
孫
娘
と
そ
の
夫
の
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
初
代
国
王
ピ
ピ
ン
（
在
位
七
五
一
／

五
二
年
│
六
八
年
）
で
あ
っ
た
。
ピ
ピ
ン
は
、
同
院
の
法
的
地
位
（
修
道
院
長

選
出
、
不イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト

輸
不
入
の
権
、
国
王
保
護
）、
財
産
、
そ
し
て
修
道
戒
律
に
関
し
て

根
本
的
な
再
建
・
改
革
策
を
推
し
進
め
、
実
質
的
な
創
建
者
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
た
。

た
だ
し
、
プ
リ
ュ
ム
が
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
家
修
道
院
と
し
て
台
頭
し
て
く

る
の
は
、
次
代
の
国
王
カ
ー
ル
大
帝
（
在
位
七
六
八
│
八
一
四
年
）、
そ
れ
に

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
（
在
位
八
一
三
│
四
〇
年
）
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
る
。
同
院
は
、
王
権
・
貴
族
か
ら
寄
進
さ
れ
た
多
大
な
所
領
を
、
ラ
イ
ン
河

流
域
地
方
か
ら
西
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
ま
で
及
ぶ
帝
国
の
各
地
に
有
し（
13
）、

八
四
三
／
八
七
〇
年
の
帝
国
分
割
以
降
も
、
か
つ
て
の
全
体
帝
国
を
枠
組
み
と

す
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
保
持
し
、
政
治
的
・
経
済
的
、
そ
し
て
文
化
的
に

最
も
重
要
な
教
会
組
織
の
一
つ
と
し
て
の
機
能
を
担
い
続
け
た
。
修
道
士
の
数

は
上
記
の
修
道
院
長
ア
ン
ス
バ
ル
ト
の
時
代
の
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
約
一
〇
〇

出
自
に
つ
い
て
は
、
一
六
世
紀
末
の
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
に
由
来
す
る
歴
史
書
が

「
彼
はalta R

ipa

、
す
な
わ
ちA

ltrepio

の
極
め
て
高
貴
な
両
親
か
ら
生
ま
れ

た
（F

uit hic ex nobilissm
is parentibus de A

lta R
ipa, id est A

ltrepio 

progenitus
）」
と
伝
え
て
い
る（
６
）。
ア
ル
ト
リ
プ
（A

ltrip

）
は
シ
ュ
パ
イ
ア

ー
近
郊
、
ラ
イ
ン
河
畔
に
位
置
す
る
小
村
で
あ
る
。
高
貴
な
生
ま
れ
と
さ
れ
て

い
る
が
、
同
地
は
七
六
二
年
以
来
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
の
所
領
に
属
し
て
お
り（
７
）、

不
詳
の
両
親
は
同
地
を
管
轄
す
る
下
級
貴
族
の
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
る（
８
）。

八
九
二
年
に
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
の
院
長
に
迎
え
ら
れ
る
以
前
の
経
歴
も
空
白

の
ま
ま
で
あ
る
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
ル
ミ
ル
モ
ン
と
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
両
修

道
院
で
作
成
さ
れ
た
各
種
の
「
祈
念
帳
（Liber M

em
orialis

）」
に
記
載
さ
れ

た
、
修
道
院
長
ア
ン
ス
バ
ル
ト
の
時
代
（
在
位
八
六
〇
│
八
六
年
、
参
照
、

八
六
〇
年
、
八
八
六
年
の
項
）
の
プ
リ
ュ
ム
修
道
士
の
リ
ス
ト
を
分
析
し
、
そ

こ
に
見
出
さ
れ
る
修
道
士R

eginhardus
（
ル
ミ
ル
モ
ン
）
な
い
し

R
agenardus

（
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
）
を
レ
ー
ギ
ノ
本
人
と
比
定
す
る
。
し
か
し
、

レ
ー
ギ
ノ
は
自
ら
の
名
前
を
常
にR

egino

と
記
し
て
お
り
、
二
つ
の
名
前
が

そ
の
本
来
の
語
形
で
あ
る
、
あ
る
い
は
双
方
の
祈
念
帳
に
見
え
るR

egin-

hardus

とR
agenardus

が
同
一
人
で
あ
る
確
た
る
証
拠
は
な
い（
９
）。
こ
れ
に

対
し
て
、
近
年
ロ
ー
ベ
ル
ク
は
、
九
一
五
年
に
死
去
し
た
レ
ー
ギ
ノ
の
亡
骸

が
、
晩
年
に
院
長
の
地
位
に
あ
っ
た
ト
リ
ー
ア
の
聖
マ
ル
テ
ィ
ー
ン
修
道
院
で

は
な
く
、
近
傍
の
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
を
疑
問
に
思

い
、
同
院
の
（
一
一
一
六
年
頃
に
偽
造
さ
れ
た
）「
死ネ

ク

ロ

ロ

ー

グ

者
祈
念
の
書
」
に
含
ま

れ
る
（
真
正
の
）
一
一
月
一
日
の
命
日
記
載
に
着
目
し
た

│
「
レ
ギ
ネ
ル

ス
、
司
祭
に
し
て
我
々
の
修
道
会
の
修
道
士
、
川
畔
に
立
つ
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス

の
修
道
院
長
（R

eginerus presbyter et m
onachus nostre congregationis et 

abbas sancti M
artini ad litus

）」。
レ
ー
ギ
ノ
は
、
本
来
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
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国
」
の
国
王
に
若
き
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
（
在
位
八
九
五
│
九
〇
〇
年
）
が

登
位
し
て
以
降
、
著
し
く
流
動
化
し
た
王
国
内
の
政
治
情
勢
を
背
景
に
、
レ
ー

ギ
ノ
は
貴
族
党
派
間
の
激
し
い
武
力
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

院
長
在
位
七
年
目
の
八
九
九
年
、
彼
は
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
、
プ
リ
ュ
ム
の
地

を
退
去
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
を
襲
っ
た
新
修
道
院
長

リ
シ
ャ
ー
ル
は
、
モ
ー
ゼ
ル
地
方
の
有
力
貴
族
家
門
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
伯
ゲ

ー
ア
ハ
ル
ト
・
マ
ト
フ
リ
ー
ト
兄
弟
の
弟
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
の
経
過
や
背

景
、
あ
る
い
は
レ
ー
ギ
ノ
の
失
脚
の
原
因
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
当
初
『
年

代
記
』
の
八
九
二
年
の
項
に
詳
述
さ
れ
て
い
た
筈
の
当
該
記
事
を
、
恐
ら
く
は

レ
ー
ギ
ノ
自
身
が
後
に
削
除
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
の
複
雑
な
事

情
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
（
後
述
二
〇
頁
以
下
）。

四　

失
意
の
前
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
を
迎
え
入
れ
庇
護
し
た
の
は
、
ト
リ
ー

ア
大
司
教
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
（
在
位
八
八
三
│
九
一
五
年
）
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ギ

ノ
は
同
地
の
聖
マ
ル
テ
ィ
ー
ン
修
道
院
の
院
長
と
し
て
、
や
は
り
ノ
ル
マ
ン
人

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
同
院
の
立
て
直
し
を
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ

と
も
、
そ
の
規
模
と
重
要
性
に
お
い
て
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
に
遙
か
に
劣
る
同
院

の
監
督
者
の
地
位
に
満
足
す
る
レ
ー
ギ
ノ
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ト
リ
ー
ア
の

地
で
、
音
楽
、
法
、
歴
史
と
い
う
相
異
な
る
分
野
に
お
い
て
三
点
の
著
作
を
新

た
に
執
筆
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

同
大
司
教
に
献
呈
さ
れ
た
音
楽
理
論
書
は
、
司
教
区
内
の
教
会
の
典
礼
で
唱

わ
れ
る
聖
歌
の
ク
ォ
リ
テ
ィ
ー
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
主
と
し
て

古
代
末
期
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
や
マ
ル
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
カ
ペ
ッ
ラ
の
著
作
か
ら
の

引
用
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
る（
19
）。
聖
マ
ル
テ
ィ
ー
ン
修
道
院
で
こ
の

時
期
に
制
作
さ
れ
た
象
牙
製
の
デ
ィ
プ
テ
ュ
コ
ン
（D

iptychon

）
の
彫
刻

は
、
レ
ー
ギ
ノ
の
業
績
を
〝
大
教
皇
〞
と
呼
ば
れ
た
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世

名
の
規
模
に
達
し
て
い
た（
14
）。
八
九
三
年
頃
に
主
と
し
て
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン

地
方
に
限
定
し
て
調
査
・
作
成
さ
れ
た
「
所
領
明
細
帳
」（
後
出
）
に
よ
れ

ば
、
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
は
計
四
〇
〇
箇
所
以
上
の
村
々
に
約
一
七
〇
〇
マ
ン
ス

も
の
所
領
を
有
し
て
い
た（
15
）。

プ
リ
ュ
ム
修
道
院
は
政
治
的
に
も
王
家
の
重
要
な
事
件
の
舞
台
と
な
っ
て
い

る
。
カ
ー
ル
大
帝
の
非
嫡
出
の
長
子
ピ
ピ
ン
（
八
一
一
年
歿
）
は
七
九
二
年
、

父
に
対
す
る
叛
乱
の
謀
議
の
廉
で
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
彼
が
幽
閉
さ
れ
た
の
は

プ
リ
ュ
ム
修
道
院
で
あ
っ
た（
16
）。
同
じ
く
、
カ
ー
ル
の
同
名
の
孫
の
シ
ャ
ル

ル
（
二
世
）
も
、
父
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
か
ら
引
き
離
さ
れ
数
ヶ
月
間
留

め
置
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
八
三
三
年
に
皇
帝
ロ
ー
タ
ル
一
世
（
在
位
八
一
七

│
五
五
年
）
が
起
こ
し
た
叛
乱
の
結
果
、
父
帝
が
屈
辱
的
な
降
伏
を
強
い
ら
れ

た
際
の
出
来
事
で
あ
る（
17
）。
八
五
五
年
、
自
ら
の
最
期
が
間
近
い
こ
と
を
悟

っ
た
ロ
ー
タ
ル
が
袈
裟
を
纏
っ
て
埋
葬
の
地
に
選
ん
だ
の
も
、
あ
る
い
は
孫
の

フ
ー
ゴ
ー
が
〝
叛
乱
者
〞
と
し
て
拘
禁
さ
れ
、
レ
ー
ギ
ノ
自
身
の
手
で
剃
髪
さ

れ
た
の
も
同
院
で
あ
っ
た
（
八
五
五
、八
八
五
年
の
項
）。

三　

八
九
二
年
、
レ
ー
ギ
ノ
は
第
七
代
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
に
選
出
さ
れ

た
。
同
院
は
八
八
二
年
と
八
九
二
年
の
二
度
に
亘
り
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
襲
撃
に

よ
っ
て
多
大
な
被
害
を
被
っ
て
お
り
（
参
照
、
各
年
の
項
）、
前
院
長
フ
ァ
ラ

ベ
ル
ト
は
つ
い
に
監
督
者
の
地
位
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
後
を

託
さ
れ
た
レ
ー
ギ
ノ
が
直
ち
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
荒
廃
し
た
修
道
院
を
再
建

す
る
と
い
う
難
題
で
あ
っ
た
。
各
地
の
所
領
経
営
の
実
態
調
査
に
基
づ
く
有
名

な
「
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
所
領
明
細
帳
」
が
成
立
し
た
の
は
、
レ
ー
ギ
ノ
が
登
位

し
た
翌
八
九
三
年
頃
の
こ
と
で
あ
る（
18
）。
と
こ
ろ
が
、
皇
帝
カ
ー
ル
三
世

（
ア
ラ
マ
ニ
エ
ン
分
国
王
八
七
六
年
、
皇
帝
八
八
一
年
、
西
フ
ラ
ン
ク
国
王

八
八
五
年
）
が
八
八
七
年
に
失
脚
し
、
さ
ら
に
八
九
五
年
に
「
ロ
ー
タ
ル
の
王
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編
』
と
し
て
筆
を
執
る
と
い
う
僥
倖
に
恵
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
著
者
は

九
六
六
年
に
エ
ル
ザ
ス
の
ヴ
ァ
イ
セ
ン
ブ
ル
ク
修
道
院
長
に
抜
擢
さ
れ
た
ば
か

り
の
元
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
士
の
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
で
あ
る
。
九
六
七
年
末

／
六
八
年
初
頃
に
執
筆
を
終
え
た
後
、
初
代
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
（
在
位

九
六
八
│
八
一
年
）
に
就
位
す
る
人
物
で
あ
る（
23
）。

レ
ー
ギ
ノ
が
い
つ
聖
マ
ル
テ
ィ
ー
ン
修
道
院
の
院
長
職
を
辞
し
て
、
修
道
士

と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
に
戻
っ
た
の
か
、
そ

の
時
点
は
不
明
で
あ
る
。
歿
年
は
九
一
五
年
、
命
日
は
上
記
の
よ
う
に
一
一
月

一
日
。
亡
骸
は
晩
年
を
過
ご
し
た
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
に
埋
葬
さ
れ
た
。

歿
年
を
唯
一
伝
え
る
の
は
、
一
五
八
一
年
に
同
院
で
発
見
さ
れ
た
レ
ー
ギ
ノ
の

墓
碑
銘
の
断
片
で
あ
る
（
伝
存
せ
ず
）。
そ
こ
に
は
次
の
賛
辞
が
付
さ
れ
て
い

た

│
「〔
棺
が
〕
収
め
て
い
る
の
は
レ
ー
ギ
ノ
の
骨
で
、
こ
の
敬
虔
な
お
方

は
、
優
れ
た
修
道
院
長
と
し
て
か
つ
て
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
を
精
力
的
に
指
導
し

た
の
で
あ
っ
た
…
…
九
一
五
年
（R

eginonis continet ossa. A
bbas egregius 

praefu
it ipse piu

s coebio qu
on

dam
 P

ru
m

ien
si m

oribu
s alm

is... 

D
C

C
C

C
X

V

）」（24
）。

な
お
、
活
版
印
刷
に
よ
る
『
年
代
記
』
の
刊
本
は
早
く
も
一
五
二
一
年
、
ウ

ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ッ
テ
ン
の
友
人
で
あ
る
帝
国
騎
士
・
人
文
主
義
者
の
ゼ

バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
ロ
ー
テ
ン
ハ
ン
（
一
五
三
四
年
歿
）
に
よ
り
マ
イ

ン
ツ
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

二　
『
年
代
記
』
の
各
稿
本
の
伝
承
状
況

『
年
代
記
』
の
原
本
は
、
こ
の
時
代
の
史
料
の
例
に
漏
れ
ず
、
今
日
に
伝
わ

っ
て
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
伝
存
す
る
『
年
代
記
』
の
中
世
の
写
本
は
実
に

（
八
六
八
年
の
項
）
が
典
礼
音
楽
を
教
会
に
導
入
し
た
偉
業
に
準
え
て
い
る
。

象
牙
彫
刻
の
一
部
に
は
修
道
院
長
と
思
し
き
人
物
の
像
が
掘
ら
れ
て
い
る
が
、

サ
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
モ
デ
ル
は
レ
ー
ギ
ノ
本
人
で
、
九
〇
八
〜
一
五
年
、

す
な
わ
ち
『
年
代
記
』
の
完
成
か
ら
レ
ー
ギ
ノ
の
死
去
の
間
に
制
作
さ
れ
た
と

推
定
さ
れ
る（
20
）。

『
ゼ
ン
ト
裁
判
事
件
に
関
す
る
二
巻
の
書
』
は
、
司
教
が
司
教
区
巡
回
査
察

の
際
に
主
宰
す
る
ゼ
ン
ト
裁
判
の
実
践
の
た
め
の
便
覧
と
し
て
構
想
さ
れ
た
教

会
法
の
体
系
的
集
成
で
あ
る
。
夥
し
い
数
の
各
種
の
教
会
会
議
決
議
、
教
父
の

著
作
、
修
道
院
戒
律
、
贖
罪
規
定
書
、
司
教
勅
令
、
国
王
勅
令
、
ロ
ー
マ
法

源
、
教
皇
書
簡
な
ど
か
ら
の
引
用
で
構
成
さ
れ
、
第
一
巻
（
全
四
五
五
章
）
は

聖
職
者
、
第
二
巻
（
全
四
五
四
章
）
は
俗
人
を
対
象
と
す
る
。
完
全
な
伝
存
写

本
は
一
一
点
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
数
字
は
同
書
が
広
く
流
布
し
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
執
筆
は
大
司
教
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
完
成
し
た
の
は
九
〇
六
年
頃（
21
）、
被
献
呈
者
は
幼
少
の
国
王
ル
ー
ト
ヴ

ィ
ヒ
四
世
（〝
幼
童
〞、
在
位
九
〇
〇
│
一
一
年
）
の
後
見
役
と
し
て
当
時
最
大

の
実
力
者
の
地
位
に
あ
っ
た
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ハ
ッ
ト
ー
（
在
位
八
九
一
│

九
一
三
年
）
で
あ
る
。
一
一
世
紀
に
な
る
と
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
司
教
ブ
ル
ヒ
ャ
ル

ト
（
在
位
一
〇
〇
〇
│
二
五
年
）
の
有
名
な
『
教
令
集
』（
一
〇
二
〇
／
二
五

年
成
立
）
に
よ
る
広
範
な
採
録

│
レ
ー
ギ
ノ
の
九
〇
九
章
中
約
六
〇
〇
章
を

引
用

│
を
通
じ
て
、
後
世
の
教
会
法
学
に
対
し
て
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
と
な
っ
た（
22
）。

最
後
に
、
イ
エ
ス
の
生
誕
か
ら
九
〇
六
年
の
事
件
ま
で
を
記
録
し
た
『
年
代

記
』
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
上
記
の
「
序
文
」
に
よ
れ
ば
九
〇
八
年
の
こ
と
で

あ
る
。
な
お
、『
年
代
記
』
は
約
半
世
紀
後
、
レ
ー
ギ
ノ
と
同
じ
か
つ
て
の
聖

マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
の
修
道
士
が
九
〇
七
〜
六
八
年
の
項
に
つ
い
て
『
続
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二
四
点
（
近
世
は
六
点
）、
断
片
は
五
点
の
多
数
を
数
え
る
。
シ
ュ
ラ
イ
ト
ゲ

ン
の
包
括
的
写
本
研
究
（
一
九
七
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
伝
承
状
況
は
そ
の
起
点

が
『
年
代
記
』
の
原
本
が
残
さ
れ
て
い
た
ト
リ
ー
ア
の
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道

院
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
発
し
た
各
種
の
写
本

は
、
時
代
的
に
は
一
〇
世
紀
（
四
点
）、
一
一
世
紀
（
一
〇
点
）、
一
二
世
紀

（
七
点
）
を
中
心
に
各
地
に
伝
播
し
、
地
域
的
に
は
ト
リ
ー
ア
の
位
置
す
る
ロ

ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
（
八
点
）
以
外
に
も
ア
ラ
マ
ニ
エ
ン
（
六
点
）、
そ
れ
に
バ
イ

エ
ル
ン
（
六
点
）
を
も
包
摂
す
る
。
一
〇
世
紀
後
半
、
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道

院
は
ゴ
ル
ツ
ェ
派
修
道
院
改
革
運
動
の
中
心
拠
点
と
な
る
が
、
最
初
期
の
ロ
ー

ト
リ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
写
本
伝
播
は
、
そ
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
担

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（
25
）。

「
普
遍
的
世
界
年
代
記
」
と
い
う
歴
史
叙
述
の
類
型
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
時

代
に
は
特
段
の
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た（
26
）。
そ
れ
が
新
た
な
隆
盛

を
見
る
の
は
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
ヘ
ル
マ
ン
（
一
〇
一
三
│
五
四
年
）、
マ
リ

ア
ヌ
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
（
一
〇
二
八
年
頃
│
八
二
年
）、
ジ
ャ
ン
ブ
ル
ー
の
ジ

ー
ゲ
ベ
ル
ト
（
一
〇
三
〇
年
頃
│
一
一
一
二
年
）
ら
が
登
場
す
る
一
一
世
紀
以

降
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
後
年
の
著
名
な
年
代
記
作
者
が

活
躍
し
た
地
に
は
、
レ
ー
ギ
ノ
の
写
本
が
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
備
わ
っ
て

い
た
。
伝
承
史
の
観
点
す
る
と
、『
年
代
記
』、
す
な
わ
ち
「
中
世
に
お
い
て
最

も
繰
り
返
し
読
ま
れ
、
か
つ
利
用
さ
れ
た
歴
史
書
」（
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
）（
27
）
に

は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
時
代
と
中
世
盛
期
の
歴
史
叙
述
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割

を
帰
す
る
こ
と
が
出
来
る（
28
）。

モ
ヌ
メ
ン
タ
版
の
編
者
ク
ル
ツ
ェ
（
一
八
九
〇
年
）
は
、『
年
代
記
』
と
ア
ー

ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
の
組
み
合
わ
せ
で
伝
承
す
る
系
統
本

を
Ａ
稿
と
、『
年
代
記
』
単
独
の
系
統
本
を
Ｂ
稿
と
シ
ン
プ
ル
に
二
分
し
た（
29
）。

（5）

『年代記』の写本系譜（Schleidgen, Überlieferungsgeschichte, S. 120, S. 162の図を簡略化）『年代記』の写本系譜（ Schleidgen, Überlieferungsgeschichte, S. 120, S. 162 の図を簡略化）

X*（＝レーギノ）

XI* XII*

X2* X1* X3* A*

HH X2a* X1a* S X3a* PM A1* P2

LU X2aa* TP G1 K SU SP E P1 L2 A1a* A1b*

X2ab* Kö SM SG MF A1aa* A1bb* WV

PO D V LP WA MP WG Kl

□：主要な写本

CH Ka *：失われた手稿 W
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用
さ
れ
続
け
て
い
る（
34
）。

三　
『
年
代
記
』
の
成
立
過
程
、
構
成
、
主
要
資
史
料

成
立
過
程

ト
リ
ー
ア
に
迎
え
ら
れ
た
レ
ー
ギ
ノ
が
い
つ
ま
で
聖
マ
ル
テ
ィ
ー
ン
修
道
院

の
院
長
職
に
あ
っ
た
の
か
は
、
前
述
の
よ
う
に
不
明
で
あ
る
。
三
点
の
著
作
を

八
九
九
年
か
ら
九
〇
八
年
ま
で
の
比
較
的
短
期
間
で
、
し
か
も
『
ゼ
ン
ト
裁
判

事
件
に
関
す
る
二
巻
の
書
』
と
『
年
代
記
』
を
恐
ら
く
は
同
時
並
行
で（
35
）
執

筆
す
る
に
は
、
相
当
の
労
力
と
時
間
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
院
長
職
を
辞
し
て
晩
年
を
過
ご
し
た
聖
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
で
筆
を

執
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る（
36
）。

『
年
代
記
』
の
完
成
時
期
に
関
し
て
は
、
写
本
が
伝
え
る
最
後
の
項
の

九
〇
六
年
と
、「
序
文
」
が
執
筆
対
象
の
下
限
と
し
て
言
及
す
る
九
〇
八
年
の

間
に
完
成
を
見
た
、
と
い
う
の
が
通
説
的
解
釈
で
あ
る（
37
）。
八
七
四
年
の
項

の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
内
紛
に
関
す
る
記
事
で
は
、
指
揮
官
（dux

）
の
ア
ラ
ン

に
つ
い
て
、「
彼
は
今
日
で
も
な
お
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
を
力
強
く
統
べ
続
け
て
い

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
ラ
ン
の
歿
年
は
九
〇
八
年
一
一
月
二
七
日
以
前
、

恐
ら
く
は
九
〇
七
年
と
推
定
さ
れ
る（
38
）。
八
九
二
年
の
項
で
も
、
大
公
ブ
ル

ヒ
ャ
ル
ト
に
つ
い
て
同
様
に
「
彼
は
今
日
で
も
な
お
力
強
く
統
べ
続
け
て
い

る
」
と
見
え
る
が
、
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
は
九
〇
八
年
八
月
三
日
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人

と
の
戦
闘
で
殺
害
さ
れ
た（
39
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
執
筆
の
開
始
時
期
は
闇
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

八
八
五
年
と
八
八
八
年
の
項
の
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
に
関
す
る
叙
述
の
行
間

か
ら
は
、
レ
ー
ギ
ノ
が
後
年
の
彼
の
死
（
九
〇
〇
年
）
を
既
に
承
知
し
て
い
た

し
か
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ト
ゲ
ン
に
よ
れ
ば
写
本
間
の
系
譜
関
係
は
か
な
り
複
雑

で
、
各
種
写
本
群
は
XI
と
XII
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
、
両
者
は
さ
ら

に
二
つ
の
下
位
グ
ル
ー
プ
に
、
つ
ま
り
計
四
つ
の
系
統
本
X1
、
X2
、
X3
、
Ａ
に

分
類
さ
れ
る
。
地
域
的
に
大
別
す
る
と
、
X2
は
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
、
X1
と
X3
の

一
部
は
ア
ラ
マ
ニ
エ
ン
、
Ａ
は
バ
イ
エ
ル
ン
に
由
来
す
る
。
ク
ル
ツ
ェ
は
一
〇
世

紀
後
半
に
作
成
さ
れ
た
「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」（Freising 188

、
現
在
は
在
ミ

ュ
ン
ヒ
ェ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
立
図
書
館
所
蔵C

lm
 6388

、
略
表
記
MF
）（30
）
を

最
良
の
写
本
と
判
断
し
て
底
本
と
し
た
も
の
の
、
今
日
の
史
料
編
纂
の
水
準
に

即
す
る
な
ら
ば
、
四
つ
の
系
統
本
全
て
を
対
象
と
す
る
異
読
の
照
合
は
不
可
欠

で
あ
る
。
加
え
て
、
同
写
本
は
書
写
時
の
ミ
ス
に
よ
り
二
六
三
〜
七
四
六
年
の

記
事
を
欠
い
て
い
る
。
XI
と
XII
の
各
種
写
本
群
を
比
較
す
る
と
、
双
方
の
書
写

に
用
い
ら
れ
た
レ
ー
ギ
ノ
の
原
テ
ク
ス
ト
は
整
っ
た
完
成
稿
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
幾
多
の
誤
記
や
欠
損
部
分
を
含
む
杜
撰
な
草
稿
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
最
初
期
段
階
の
写
本
作
成
時
に
お
い
て
早
く
も
補
筆
・
修
正
を

必
要
と
す
る
状
態
で
あ
っ
た（
31
）。
そ
の
た
め
、
不
完
全
な
原
テ
ク
ス
ト
に
由

来
す
る
様
々
な
異
読
あ
る
い
は
誤
記
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
写
本
に
見
出
さ
れ
、
原

テ
ク
ス
ト
像
を
統
一
的
な
形
で
再
構
成
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
シ
ュ
ラ
イ
ト
ゲ
ン
に
よ
れ
ば
、
細
部
の
相
違
は
と
も
か
く
、

「
ク
ル
ツ
ェ
の
テ
ク
ス
ト
の
大
半
は
確
か
に
正
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と

い
う
の
も
、
彼
は
主
と
し
て
一
〇
世
紀
の
価
値
あ
る
写
本
に
依
拠
し
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
選
定
判
断
は
、
既
に
プ
リ
ン
ツ
が
指
摘
し
た

よ
う
に
恣
意
的
で
あ
り
、
誤
り
で
す
ら
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
」（
32
）。
こ

の
た
め
、
シ
ュ
ラ
イ
ト
ゲ
ン
は
一
九
七
七
年
当
時
、
自
ら
新
校
訂
版
を
準
備
す

る
こ
と
を
予
告
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
実
現
に
至
る
こ
と

な
く（
33
）、
ク
ル
ツ
ェ
校
訂
本
は
幾
多
の
批
判
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
利
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lation

）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
レ
ー
ギ
ノ
自
身
に
よ
る
補
筆
は
極
め

て
限
定
的
で
あ
る（
41
）。
レ
ー
ギ
ノ
が
主
と
し
て
依
拠
し
た
の
は
、
聖
書
を
除

く
と
、
ベ
ー
ダ
（
六
七
三
／
七
四
│
七
三
五
年
頃
）
の
『
時
間
計
算
論
（D

e 

tem
porum

 ratione

）』（
七
二
五
年
成
立
）
の
第
六
六
章
、
い
わ
ゆ
る
『
大
年

代
記
』
と
、
パ
ウ
ル
ス
・
デ
ィ
ア
コ
ヌ
ス
（
七
二
〇
／
三
〇
│
九
九
年
頃
）
の

『
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
の
歴
史
』（
七
八
七
〜
九
九
年
頃
成
立
）
の
二
点
で
あ
る
。

そ
れ
に
続
く
の
が
『
フ
ラ
ン
ク
史
書
（Liber H

istoriae Francorum

）』

（
七
二
七
年
頃
成
立
）、『
ダ
ゴ
ベ
ル
ト
事
績
録
（G

esta D
agoberti

）』（
サ
ン
・

ド
ニ
修
道
院
、
八
三
〇
年
代
成
立
）、『
サ
ン
タ
マ
ン
編
年
誌
（A

nnales 

sancti A
m

andi

）』（
七
一
六
年
の
項
以
降
）
の
三
点
で
、
他
に
は
部
分
的
に
、

『
歴
代
教
皇
史
（Liber pontificalis

）』、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
大
司
教
ア
ド
（
在
位

八
六
〇
│
七
五
年
）
の
『
殉
教
者
目
録
』（
八
五
五
年
頃
成
立
）、
各
種
の
聖
人

伝
、
教
会
法
集
成
（C

ollectio H
ispana

）
な
ど
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
史
料

の
数
の
み
な
ら
ず
そ
の
類
型
の
多
様
性
を
考
慮
す
る
と
、
レ
ー
ギ
ノ
は
か
な
り

広
範
囲
に
及
ぶ
深
い
歴
史
知
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る（
42
）。

構
成
と
主
要
資
史
料
・
第
二
部

一　

第
二
部
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
国
王
の
事
績
に
つ
い
て
の
書
（Liber de 

gestis regum
 Francorum

）」
で
は
、
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら

「
西
」、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
歴
史
が
七
四
一
年
か

ら
九
〇
六
年
ま
で
、
時
に
は
極
め
て
詳
細
に
綴
ら
れ
る
。
レ
ー
ギ
ノ
自
身
は
序

文
で
「
年
代
記
（C

hronica

）」
と
銘
打
っ
て
い
る
も
の
の
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期

の
伝
統
的
な
歴
史
叙
述
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
編
年
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
特
に

同
時
代
史
に
つ
い
て
は
、
時
に
書
簡
・
教
会
決
議
等
の
各
種
の
史
料
か
ら
の
引

用
も
交
え
て
詳
細
を
究
め
る
の
み
な
ら
ず
、
事
件
の
因
果
関
係
を
め
ぐ
る
著
者

よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
ヴ
ェ
ル
マ
ン
ド
ワ
伯
エ
リ
ベ
ー
ル
の
殺
害
（
九
〇
〇
〜

〇
七
年
頃
）
を
早
く
も
八
一
八
年
の
項
で
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
の
記
事
が

九
〇
〇
年
以
降
の
時
点
で
書
き
留
め
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
し
、
ハ
ン

ガ
リ
ー
人
の
初
の
イ
タ
リ
ア
侵
攻
（
八
九
九
〜
九
〇
〇
年
）
を
九
〇
一
年
の
項

に
、
ラ
ン
ス
大
司
教
フ
ル
ク
殺
害
事
件
（
九
〇
〇
年
）
を
、
九
〇
三
年
の
項
に

誤
っ
て
配
置
し
た
こ
と
は
、
執
筆
時
に
は
事
件
か
ら
あ
る
程
度
の
年
月
が
経
過

し
て
お
り
、
脳
裏
の
記
憶
が
薄
れ
て
い
た
状
況
を
推
測
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う（
40
）。

以
上
の
間
接
的
所
見
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
八
一
三
〜
九
〇
六
年
の
項
は
、
ト

リ
ー
ア
へ
の
移
住
後
の
九
〇
〇
年
か
ら
九
〇
八
年
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
と
見
做

し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
レ
ー
ギ
ノ

が
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
の
地
位
を
退
い
て
ト
リ
ー
ア
に
向
か
っ
た
際
に
、『
年

代
記
』
の
素
材
と
な
る
関
連
資
料
を
多
数
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
執
筆

の
構
想
自
体
は
既
に
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
時
代
に
ま
で
遡
る
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
る
。

構
成
と
主
要
資
史
料
・
第
一
部

『
年
代
記
』
は
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
部
「
主
の
受
肉
の
時
代
に
つ

い
て
の
小
著
（Libellus de tem

poribus dom
inicae incarnationis

）」
は
、

イ
エ
ス
の
生
誕
（
一
年
）
か
ら
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
レ
オ
ン
三
世
（
在
位
七
一
七
│

四
一
年
）
の
統
治
二
六
年
目
に
お
け
る
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
の
死
（
七
四
一

年
）
ま
で
を
対
象
と
す
る
。
新
約
聖
書
が
伝
え
る
イ
エ
ス
の
生
涯
に
始
ま
り
、

禁
教
時
代
の
殉
教
者
た
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
皇
帝
の
時
代
と
続
く
が
、
最
も
詳
細

に
叙
述
さ
れ
る
の
は
、「
東
」
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
皇
帝
と
西
ロ
ー
マ
帝
国
の

後
継
諸
国
家
の
国
王
た
ち
の
事
績
で
あ
る
。

第
一
部
は
、
相
当
数
の
先
行
史
料
か
ら
の
抜
粋
の
組
み
合
わ
せ
（K

om
pi-
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皇
帝
ロ
ー
タ
ル
一
世
と
そ
の
弟
た
ち
の
時
代
。
第
三
期
、「
我
々
の
時
代

（tem
pora nostra

）」、
す
な
わ
ち
『
年
代
記
』
の
執
筆
に
先
立
つ
約
三
〇
年 

間（
43
）。
叙
述
に
お
け
る
三
つ
の
時
代
の
密
度
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ク

ル
ツ
ェ
校
訂
本
に
即
す
る
な
ら
ば
、
二
三
年
間
を
対
象
と
す
る
第
一
期
が
僅
か

に
一
・
五
頁
し
か
な
い
の
に
対
し
、
三
七
年
間
の
第
二
期
は
三
九
頁

│
た
だ

し
、
国
王
ロ
ー
タ
ル
二
世
（
在
位
八
五
五
│
六
九
年
）
の
離
婚
訴
訟
に
関
す
る

史
料
引
用
が
五
頁
を
占
め
る

│
、
二
九
年
間
の
第
三
期
も
同
じ
く
三
九
頁
と

な
る
。
記
事
内
容
の
多
く
は
独
自
の
情
報
を
提
供
し
て
お
り
（
例
え
ば
ブ
ル
タ

ー
ニ
ュ
情
勢
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
襲
来
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ガ
ー
・
フ
ェ
ー
デ
な

ど
）、
第
一
部
や
第
二
部
前
半
と
は
異
な
り
、
そ
の
史
料
的
価
値
は
極
め
て
高

い
。量

的
観
点
の
み
な
ら
ず
、
質
的
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、『
年
代

記
』
に
対
す
る
批
判
が
常
に
集
中
す
る
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
の
乱
れ
の
問
題
で
あ

る
。
叙
述
が
第
二
期
に
進
む
と
、
八
七
〇
年
代
以
前
と
は
対
照
的
に
、
記
事
の

年
次
配
置
の
誤
り
は
大
き
く
減
少
し
、
ず
れ
は
一
年
な
い
し
二
年
の
み
と
な
る

（
三
年
の
ず
れ
は
上
記
ラ
ン
ス
大
司
教
フ
ル
ク
殺
害
事
件
の
み
）。

ま
た
、
同
時
代
の
事
件
を
逐
次
的
に
記
録
し
た
「
編
年
誌
」
と
し
て
の
性
格

も
、
第
三
期
に
お
い
て
初
め
て
鮮
明
化
す
る
。
一
年
の
出
来
事
と
ほ
ぼ
並
行
す

る
形
で
、
互
い
に
脈
絡
を
欠
く
様
々
な
事
件
が
列
記
さ
れ
る
。
第
二
期
に
屡
々

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
相
互
に
関
連
す
る
諸
事
件
が
遡
及
的
視
点
か
ら
複
数
年
の

項
に
分
割
し
て
配
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
な
い（
44
）。
特
に
第
三
期

の
後
半
部
を
画
す
る
八
九
二
年
の
項
の
「
中
間
序
文
」
以
降
は
、
ほ
ぼ
完
全
な

編
年
体
で
の
記
録
の
集
成
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
叙
述
の
中
心
に
位
置
し
た
国
王

の
事
績
は
後
景
へ
と
退
き
、「
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
」
で
勃
発
し
た
フ
ェ
ー
デ
が

惹
起
し
た
危
機
的
状
況
に
つ
い
て
、
内
情
に
通
じ
た
者
し
か
知
り
得
な
い
貴
重

独
自
の
考
察
も
展
開
さ
れ
る
。

第
二
部
は
大
き
く
前
半
と
後
半
の
二
部
に
分
割
さ
れ
る
。
前
半
は
カ
ー
ル
・

マ
ル
テ
ル
の
死
（
七
四
一
年
）
か
ら
八
一
三
年
ま
で
、
後
半
は
八
一
八
年
か
ら

九
〇
六
年
ま
で
を
対
象
と
す
る
。
レ
ー
ギ
ノ
は
、
八
一
三
年
の
項
で
カ
ー
ル
大

帝
の
死
去
と
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
後
継
に
つ
い
て
記
し
た
後
、
以
下
で
始

ま
る
第
二
部
後
半
に
つ
い
て
の
言
わ
ば
「
中
間
序
文
」
を
提
示
す
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
卑
俗
で
粗
野
な
言
葉
で
著
さ
れ
た
小
さ

な
書
物
の
叙
述
中
に
私
が
見
出
し
た
事
柄
で
あ
る
。
私
は
そ
の
一
部
を

ラ
テ
ン
語
の
規
則
に
即
し
て
修
正
し
た
し
、
ま
た
古
老
た
ち
（seni-

ores

）
が
伝
え
る
物
語
で
聞
い
た
こ
と
を
追
加
し
た
。
以
下
の
事
柄

は
、
様
々
な
年
代
記
（chronici
）
の
書
物
中
に
言
及
を
見
出
し
た
、

あ
る
い
は
父
祖
た
ち
（patres

）
か
ら
聞
く
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
、

卑
小
な
こ
の
私
が
力
を
尽
く
し
て
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
確
か

に
、
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
時
代
に
つ
い
て
は
僅
か
の
こ
と
し
か
書
き

留
め
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
記
憶
（m

em
oria

）
に
留
め
る
に
値

す
る
事
柄
を
書
物
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い

は
古
老
た
ち
か
ら
聞
く
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
皇
帝
ロ
ー
タ

ル
と
そ
の
弟
た
ち
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ク
人
の
諸
王
の
事
績
に
つ
い
て

は
よ
り
詳
細
に
書
き
記
し
た
。
我
々
の
時
代
（tem

pora nostra

）
に

ま
で
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
私
は
物
語
を
さ
ら
に
広
範
に
綴
っ
た
。

二　

第
二
部
の
後
半
は
、
利
用
可
能
な
史
料
の
多
寡
と
い
う
観
点
か
ら
す
る

と
、
さ
ら
に
三
つ
の
時
代
に
細
分
さ
れ
る
。
第
一
期
、
八
一
八
〜
八
四
〇
年
ま

で
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
時
代
。
第
二
期
、
八
七
五
／
七
七
年
頃
ま
で
の
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登
位
と
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
始
ま
り
（
七
五
一
年
）
で
は
な
く
、
カ
ー
ル
・
マ
ル

テ
ル
の
死
が
選
ば
れ
た
の
は
、『
フ
ラ
ン
ク
王
国
編
年
誌
』
が
七
四
一
年
の
項

か
ら
始
ま
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
編
年
誌
を
代
表
す
る
こ
の
史
書
は
七
九
〇
年
頃
、
カ
ー

ル
大
帝
周
辺
の
宮
廷
司
祭
た
ち
に
よ
っ
て
半
ば
官
製
の
正
史
と
し
て
編
纂
・
執

筆
さ
れ
、
そ
の
後
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
治
世
前
半
ま
で
両
皇
帝
の
側
近
く

で
仕
え
る
宮
廷
司
祭
た
ち
の
手
で
継
続
執
筆
さ
れ
た（
47
）。
た
だ
し
、
レ
ー
ギ

ノ
が
利
用
し
た
の
は
八
一
三
年
の
項
で
終
わ
る
稿
本
で
あ
り
（
編
者
ク
ル
ツ
ェ

の
校
訂
本
の
Ｂ
稿
）、
八
一
四
年
以
降
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
治
世
の
情
報
は
欠

落
し
て
い
る
。
レ
ー
ギ
ノ
が
他
の
史
料
を
用
い
て
独
自
に
補
筆
し
た
の
は
、

七
四
六
年
と
七
五
三
年
の
項
の
二
箇
所
で
あ
る
。
な
お
、
レ
ー
ギ
ノ
は
八
一
三

年
の
項
の
「
中
間
序
文
」
で
、「
私
は
そ
の
一
部
を
ラ
テ
ン
語
の
規
則
に
即
し

て
修
正
し
た
」
と
記
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
修
正
箇
所
は
僅
か
で
あ
り
、

そ
れ
も
主
と
し
て
文
章
表
現
上
の
軽
微
な
校
訂
に
限
定
さ
れ
る（
48
）。

　
『
フ
ラ
ン
ク
王
国
編
年
誌
』
の
叙
述
が
途
絶
え
た
第
二
部
後
半
（
八
一
八

〜
九
〇
六
年
の
項
）
に
つ
い
て
は
、
上
記
パ
ウ
ル
ス
・
デ
ィ
ア
コ
ヌ
ス
『
ラ
ン

ゴ
バ
ル
ト
人
の
歴
史
』（
八
八
九
年
の
項
）
な
ど
の
他
、
八
二
九
年
以
降
の
項

に
つ
い
て
は
『
古
プ
リ
ュ
ム
編
年
誌
』
の
簡
潔
な
記
事
が
出
典
と
し
て
確
認
さ

れ
て
い
る（
49
）。
今
日
マ
ド
リ
ー
ド
国
立
図
書
館
に
伝
わ
る
『
プ
リ
ュ
ム
編
年

誌
』
の
手
稿
は
、
八
〜
一
〇
世
紀
に
関
す
る
簡
潔
な
記
事
を
収
録
す
る
小
品

で
、
こ
の
う
ち
九
世
紀
末
か
ら
九
二
三
年
ま
で
の
項
は
、
レ
ー
ギ
ノ
の
後
継
プ

リ
ュ
ム
修
道
院
長
リ
シ
ャ
ー
ル
の
周
辺
で
纏
め
て
執
筆
さ
れ
た
。
リ
シ
ャ
ー
ル

は
九
二
二
年
に
リ
ュ
ッ
テ
ィ
ヒ
司
教
に
転
じ
た
が
、
手
書
本
も
彼
と
共
に
同
地

に
渡
り
、
九
三
九
〜
一
〇
四
四
年
の
項
が
断
続
的
に
追
記
さ
れ
た（
50
）。
レ
ー

ギ
ノ
が
ト
リ
ー
ア
の
地
で
用
い
た
の
は
、
八
九
八
年
ま
で
の
事
件
を
綴
っ
た
、

な
情
報
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
の
乱
れ
の
問
題
に
関
し
て
付
言
し
て
お
く
な
ら

ば
、
文
献
史
料
の
欠
如
、
あ
る
い
は
口
承
史
料
に
付
随
す
る
記
憶
違
い
や
忘
却

に
起
因
す
る
ミ
ス
だ
け
で
は
必
ず
し
も
全
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

む
し
ろ
、
レ
ー
ギ
ノ
の
執
筆
ス
タ
イ
ル
の
〝
癖
〞
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

彼
は
年
次
記
載
を
欠
く
情
報
を
、
普
遍
的
年
代
記
と
し
て
予
め
措
定
さ
れ
た
編

年
体
の
形
式
の
中
に
、
時
に
恣
意
的
か
つ
強
引
に
配
置
す
る
傾
向
が
顕
著
な
の

で
あ
る（
45
）。

第
二
部
後
半
を
史
料
の
多
寡
で
は
な
く
叙
述
ス
タ
イ
ル

0

0

0

0

0

0

と
い
う
観
点
か
ら
区

分
す
る
な
ら
ば
、
上
記
の
八
九
二
年
の
項
は
重
要
な
画
期
と
な
る
。
そ
の
「
中

間
序
文
」
が
如
実
に
物
語
る
よ
う
に
、
自
ら
の
退
位
事
件
に
関
連
し
て
レ
ー
ギ

ノ
は
そ
れ
ま
で
の
時
に
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
も
交
え
た
語ナ
ラ
テ
ィ
ヴり

を
止
め
、
事
件
の
因

果
関
係
に
つ
い
て
は
考
察
を
放
棄
し
、
以
降
は
淡
々
と
短
報
を
書
き
連
ね
る
慎

重
な
姿
勢
へ
と
転
じ
る
の
で
あ
る
。「
何
故
な
ら
ば
、
出
来
事
の
真
実
を
明
解

な
筆
致
で
書
き
留
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
今
日
で
も
な
お
存
命
中
の
特
定
の

方
々
の
憎
悪
と
不
興
を
買
う
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
こ

の
執
筆
目
的
の
変
化
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
削
除
問
題
と
併
せ
て

論
じ
る
こ
と
と
す
る
（
後
述
二
〇
頁
以
下
）。

三　

次
に
第
二
部
の
主
要
な
資
史
料
に
つ
い
て（
46
）。
七
四
一
年
か
ら

八
一
三
年
ま
で
の
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
歴
史
を
綴
っ
た
第
二
部
前
半
は
、
第
一
部

と
同
じ
く
先
行
史
料
か
ら
の
抜
粋
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
レ
ー
ギ
ノ
が
主
と
し
て
用
い
た
の
は
、
上
記
の
「
卑
俗
で
粗
野
な
言
葉
で

著
さ
れ
た
小
さ
な
書
物
」、
す
な
わ
ち
七
四
一
年
か
ら
八
二
九
年
ま
で
の
事
件

を
対
象
と
し
た
『
フ
ラ
ン
ク
王
国
編
年
誌
』
で
あ
る
。
画
期
と
し
て
、
例
え
ば

カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
の
宮
宰
就
位
（
七
一
四
年
）、
あ
る
い
は
ピ
ピ
ン
の
国
王
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リ
ュ
ム
修
道
士
レ
ー
ギ
ノ
の
西
フ
ラ
ン
ク
派
遣
説
は
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
詳
細
な
情
報
の
出
所
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
の
遠
隔
所
領
に
在
住
す
る
同
院
傘
下
の
修
道
士
が

│
例
え
ば

八
八
六
年
に
起
き
た
ノ
ル
マ
ン
人
の
襲
撃
に
見
舞
わ
れ
て
逃
走
し

│
親
修
道

院
で
あ
る
プ
リ
ュ
ム
に
も
た
ら
し
た
目
撃
証
言
と
そ
の
文
書
記
録
で
あ
る
蓋
然

性
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る（
54
）。
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
と
帝
国
内
の
各
地
に
散

在
す
る
そ
の
所
領
と
の
間
を
結
ぶ
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
情
報
源
と
し
て
大

き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
レ
ー
ギ
ノ
が
プ
リ
ュ
ム
を
退
去

す
る
際
に
、
そ
れ
ま
で
収
集
し
た
相
当
量
の
資
料
を
持
ち
出
し
て
い
た
と
の
ヴ

ェ
ル
ナ
ー
の
推
論
の
妥
当
性
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
同
じ
所
見
は
、
上
記
の

『
古
プ
リ
ュ
ム
編
年
誌
』
他
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る（
55
）。

な
お
、
厳
密
に
は
資
史
料
と
は
言
え
な
い
が
、
レ
ー
ギ
ノ
は
八
八
九
年
の
項

に
お
け
る
未
知
の
民
族
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
習
俗
、
振
る
舞
い
、
戦
闘
法
に
関
す

る
詳
述
に
お
い
て
、
パ
ウ
ル
ス
・
デ
ィ
ア
コ
ヌ
ス
『
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
の
歴

史
』
に
加
え
て
、
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
二
／
三
世
紀
）
の
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
な
い

し
パ
ル
テ
ィ
ア
人
に
関
す
る
描
写
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

作
品
は
、
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
・
ト
ロ
グ
ス
『
ピ
リ
ッ
ポ
ス
史
』（
前
一
九
〜
前
二

年
頃
成
立
、
全
四
四
巻
、
伝
存
せ
ず
）
の
抄
録
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
古
代
の

ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
／
パ
ル
テ
ィ
ア
人
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
は
無
関
係
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
東
方
か
ら
侵
攻
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
故
郷
を
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア

に
求
め
て
両
者
の
関
係
を
接
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
未
知
の
民
族
を
既
知
の
（
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
）
遊
牧
民
系
異
教
徒
の
像
に
矛
盾
な
く
適
合
さ
せ
よ

う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
56
）。

四　

以
上
の
よ
う
に
出
典
と
し
て
確
定
可
能
な
文
献
史
料
の
数
は
極
め
て
限

ら
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
の
乱
れ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
古
い
時
代
の
叙

今
日
で
は
失
わ
れ
た
稿
本
で
、『
古
プ
リ
ュ
ム
編
年
誌
』
と
命
名
さ
れ
て
い

る
。
利
用
さ
れ
た
の
は
、
国
王
や
修
道
院
長
の
登
位
・
死
去
に
関
す
る
簡
潔
な

記
事
が
大
半
で
、
編
年
体
の
叙
述
の
基
本
的
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
の
枠
組
み
を
構
成

す
る
の
に
有
用
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ロ
ー
タ
ル
二
世
の
離
婚
訴
訟
に
関
し
て
引
用
し
た
各
種
の
テ
ク
ス
ト
の
出
典

は
、
訴
訟
に
お
い
て
国
王
を
支
え
た
メ
ッ
ツ
司
教
ア
ド
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（
在

位
八
五
八
│
七
五
年
、
八
六
九
年
の
項
）
が
八
六
八
〜
六
九
年
に
手
元
に
纏
め

た
書
類
束
（D

ossier

、
伝
存
せ
ず
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る（
51
）。

『
年
代
記
』
の
叙
述
に
お
い
て
、
遙
か
遠
方
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
・
ブ
ル
タ
ー
ニ

ュ
地
方
に
関
す
る
詳
述
が
異
彩
を
放
っ
て
い
る
こ
と
は
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ

て
い
た
（
八
三
六
、
八
三
七
、
八
六
〇
、
八
六
二
、
八
六
三
、
八
六
六
、

八
六
七
、八
七
三
、八
七
四
、八
九
〇
年
の
項
）。
か
つ
て
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
は
、
こ
の

う
ち
八
七
三
年
の
項
の
ア
ン
ジ
ェ
包
囲
戦
に
関
す
る
極
め
て
詳
細
な
叙
述
の
情

報
源
の
解
明
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
（
一
九
五
九
年
）。
そ
の
際
、
彼
は
、
ア

ン
ジ
ェ
の
司
教
教
会
で
一
二
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
証カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル

書
謄
本
集
に
挿
入
さ
れ
た

ア
ン
ジ
ェ
包
囲
戦
に
関
す
る
一
文
書
の
テ
ク
ス
ト
が
、
レ
ー
ギ
ノ
の
叙
述
と
酷

似
す
る
こ
と
を
発
見
し
、
次
の
仮
説
を
提
起
し
た
。
レ
ー
ギ
ノ
は
八
七
三
年
以

降
間
も
な
い
時
期
に
プ
リ
ュ
ム
修
道
士
と
し
て
、
同
院
の
遠
隔
所
領
の
調
査
の

た
め
に
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
際
に
、
ロ
ワ
ー
ル
川
下
流
域
地
方

の
事
件
に
関
す
る
情
報
に
接
し
た
。
そ
し
て
、
件
の
文
書
が
伝
え
る
記
録
を
作

成
し
て
そ
の
写
し
を
同
司
教
教
会
に
残
す
一
方
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
後
に
ト
リ

ー
ア
で
の
『
年
代
記
』
の
執
筆
時
に
用
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（
52
）。

こ
の
興
味
深
い
推
論
は
、
後
年
シ
ュ
ラ
イ
ト
ゲ
ン
に
よ
る
精
緻
な
関
連
史
料

の
分
析
を
通
じ
て
、
ア
ン
ジ
ェ
の
文
書
の
テ
ク
ス
ト
が
『
年
代
記
』
か
ら
の
抜

粋
に
由
来
す
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
こ
と
で
覆
さ
れ
た（
53
）。
こ
の
結
果
、
プ
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に
対
し
て
信
憑
性
に
お
い
て
価
値
が
劣
る
、
と
い
う
今
日
の
一
般
的
認
識
は
、

偽
作
が
横
行
し
た
中
世
初
期
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
歴
史
叙
述

者
は
両
者
を
対
等
の
も
の
と
見
做
し
て
い
た
し
、
時
に
は
む
し
ろ
出
所
の
確
か

な
口
承
史
料
の
側
に
よ
り
重
き
を
置
い
て
さ
え
い
た
の
で
あ
る（
60
）。

そ
の
他
の
関
連
史
料

一　

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
時
代
全
般
、
そ
れ
に
ロ
ー
タ
ル
一
世
に
つ
い

て
の
レ
ー
ギ
ノ
の
叙
述
は
、
本
人
自
身
が
八
一
三
年
の
項
の
「
中
間
序
文
」
で

認
め
る
よ
う
に
極
め
て
情
報
量
に
乏
し
い
。
こ
う
し
た
資
史
料
の
顕
著
な
空
隙

が
何
に
起
因
す
る
の
か
、
そ
の
原
因
は
謎
で
あ
る
。
例
え
ば
、
執
筆
地
で
あ
る

ト
リ
ー
ア
に
は
、
か
つ
て
同
地
で
成
立
し
た
テ
ー
ガ
ン
『
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ

事
績
録
』（
八
三
七
年
頃
）
の
手
稿
が
伝
存
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ

れ
を
利
用
し
た
形
跡
は
見
出
さ
れ
な
い（
61
）。
レ
ー
ギ
ノ
は
、
他
に
も
八
二
九

年
に
途
絶
し
た
『
フ
ラ
ン
ク
王
国
編
年
誌
』
を
東
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て

継
続
執
筆
し
た
大
部
の
編
年
誌
二
点
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。『
サ
ン
・
ベ

ル
タ
ン
編
年
誌
』
と
『
フ
ル
ダ
編
年
誌
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

二　

西
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
成
立
し
た
『
サ
ン
・
ベ
ル
タ
ン
編
年
誌
』

は
、
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
る（
62
）。
八
三
〇
年
〜
三
五
年
の
項
は
、
皇
帝
ル
ー

ト
ヴ
ィ
ヒ
に
忠
誠
な
立
場
を
取
る
（
メ
ッ
ツ
司
教
区
の
？
）
不
詳
の
聖
職
者
に

よ
っ
て
執
筆
さ
れ
、
次
い
で
八
三
五
年
〜
六
一
年
の
項
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の

宮
廷
司
祭
で
後
年
ト
ロ
ワ
司
教
に
就
位
し
た
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（
在
位

八
四
三
／
四
六
│
六
一
年
）
が
継
続
し
た
。
最
も
長
大
な
八
六
一
年
〜
八
二
年

の
項
は
、
当
代
随
一
の
知
識
人
の
ラ
ン
ス
大
司
教
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル
（
在
位

八
四
五
│
八
二
年
）
の
手
で
、
大
半
は
情
報
入
手
か
ら
程
な
く
し
て
書
き
留
め

ら
れ
て
お
り
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
も
概
ね
正
確
で
あ
る（
63
）。
そ
の
筆
致
に
は
大

述
で
あ
っ
て
も
詳
細
に
し
て
正
確
な
年
次
に
配
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な

か
ら
ず
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
何
ら
か
の
文
献
史
料
に
依
拠
し
て
い
た
も
の
と

推
定
さ
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
八
一
三
年
の
項
の
「
中
間
序
文
」
は
、「
様
々

な
年
代
記
（chronici

）」
の
使
用
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

典
拠
は
な
お
不
明
で
あ
る（
57
）。

文
献
史
料
と
向
か
い
合
う
レ
ー
ギ
ノ
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
は

信
頼
に
値
す
る
報
告
者
で
あ
る
と
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
レ
ー

ギ
ノ
は
無
批
判
に
記
事
内
容
に
追
従
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
証
言
の
当
否
を

自
ら
検
証
し
た
上
で
初
め
て
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
年
代
記
』
が
提
示
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
記
述
で
、
他
の
史
料
と
の
比
較
・
検

証
が
可
能
な
場
合
、
特
に
八
七
〇
年
代
以
降
に
つ
い
て
は
、（
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー

の
問
題
は
別
と
し
て
）
そ
の
信
憑
性
は
概
ね
高
い
と
言
え
る（
58
）。

ま
た
、
レ
ー
ギ
ノ
は
、
確
か
に
ノ
ル
マ
ン
人
の
軍
隊
の
規
模
に
つ
い
て
三
箇

所
で
誇
大
な
数
字
を
挙
げ
て
い
る
（
八
八
三
年
の
項
、
八
八
七
年
の
項
、

八
九
〇
年
の
項
）。
し
か
し
、
ゾ
ン
タ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
二
例
は
当

時
の
史
料
と
し
て
は
極
め
て
稀
な
こ
と
に
伝
聞
情
報
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て

お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
真
実
に
即
し
た
叙
述
を
旨
と
す
る
レ
ー
ギ
ノ
の
真

摯
な
態
度
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う（
59
）。

最
後
に
、「
古
老
た
ち
（seniores

）
が
伝
え
る
物
語
で
聞
い
た
こ
と
」、「
父

祖
た
ち
（patres

）
か
ら
聞
く
こ
と
が
出
来
た
こ
と
」（
八
一
三
年
の
項
の
「
中

間
序
文
」）、
す
な
わ
ち
目
撃
証
言
や
伝
聞
情
報
な
ど
の
口
承
史
料
が
、
特
に
第

三
期
の
「
我
々
の
時
代
」
の
叙
述
で
は
主
要
な
情
報
源
で
あ
っ
た
。「
古
老
た

ち
」、「
父
祖
た
ち
」
と
し
て
念
頭
に
あ
る
の
は
、
ト
リ
ー
ア
で
は
な
く
八
九
九

年
以
前
の
プ
リ
ュ
ム
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
史

料
の
性
格
か
ら
し
て
検
証
が
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
口
承
史
料
は
文
字
史
料
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（
八
六
四
〜
八
七
年
）
で
あ
る
。
そ
れ
を
指
導
し
た
の
は
、
八
七
〇
〜
八
二
年

の
間
に
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
二
世
（
在
位
八
四
三
│
七
六
年
）、
同
三
世

（〝
若
〞、
在
位
八
七
六
│
八
二
年
）
の
宮
廷
司
祭
長
位
を
兼
任
し
て
い
た
大
司

教
リ
ウ
ト
ベ
ル
ト
（
在
位
八
六
三
│
八
九
年
）
で
あ
る
。
王
権
に
対
す
る
編
年

誌
作
者
の
姿
勢
に
顕
著
な
変
化
が
現
れ
る
の
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
三
世
が
死
去

し
、
そ
の
結
果
カ
ー
ル
三
世
が
単
独
支
配
権
を
確
立
し
た
八
八
二
年
で
あ
る
。

リ
ウ
ト
ベ
ル
ト
は
間
も
な
く
宮
廷
司
祭
長
の
地
位
を
失
い
、「
マ
イ
ン
ツ
本
」

は
こ
の
事
件
を
境
に
、
皇
帝
、
そ
れ
に
宮
廷
司
祭
長
位
を
襲
っ
た
寵
臣
の
ヴ
ェ

ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
リ
ウ
ト
ヴ
ァ
ル
ト
（
在
位
八
八
〇
│
九
〇
〇
年
）
に
対
し
、

〝
マ
イ
ン
ツ
〞
の
視
点
か
ら
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
レ
ー

ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
本
」（
八
八
二
〜
九
〇
一
年
）
は
、
皇
帝
カ
ー
ル
三
世
、

八
八
七
年
に
彼
を
廃
位
に
追
い
込
ん
だ
ア
ル
ヌ
ル
フ
（
在
位
八
八
七
│
九
九

年
）、
そ
の
正
嫡
子
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
（〝
幼
童
〞、
在
位
九
〇
〇
│
一
一

年
）
の
宮
廷
司
祭
た
ち
に
よ
っ
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
恐
ら
く
は
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ

ル
ク
の
地
で
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る（
65
）。

四　

最
後
に
『
サ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ス
ト
編
年
誌
』（
八
七
四
（
八
七
三
）
〜

八
九
九
（
九
〇
〇
）
年
）
は
、『
年
代
記
』
で
も
屡
々
言
及
さ
れ
る
西
フ
ラ
ン

ク
の
ア
ラ
ス
の
同
修
道
院
の
不
詳
の
修
道
士
に
よ
っ
て
、
九
世
紀
末
に
綴
ら
れ

た
小
品
で
あ
る（
66
）。『
サ
ン
・
ベ
ル
タ
ン
編
年
誌
』
の
続
編
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル
と
同
じ
く
カ
ロ
リ
ン
グ
国
王
の
宮
廷
に
は
一
定
の
距

離
を
置
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
八
七
六
年
の
ア
ン
ダ
ー
ナ
ハ
の
戦
い
で
の
シ
ャ

ル
ル
二
世
の
敗
北
を
「
神
の
裁
き
」
に
帰
し
て
い
る
他
、
八
九
三
年
に
勃
発
し

た
ウ
ー
ド
（
在
位
八
八
八
│
九
八
年
）
と
シ
ャ
ル
ル
三
世
（
在
位
八
九
三
／

九
八
│
九
二
三
年
）
の
両
国
王
間
の
内
乱
で
は
、
ロ
ベ
ー
ル
家
の
前
者
の
側
に

与
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
視
野
は
ロ
ー
カ
ル
な
事
件
に
限
定
さ
れ
て
お

司
教
の
個
性
が
色
濃
く
現
れ
て
お
り
、
時
に
は
主
人
の
国
王
シ
ャ
ル
ル
二
世

（
在
位
八
四
〇
│
七
七
年
）
や
ロ
ー
マ
教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
（
在
位
八
五
八

│
六
七
年
）
に
対
す
る
歯
に
衣
を
着
せ
ぬ
批
判
も
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
に
投
影

さ
れ
て
い
る
の
は
、
国
王
戴
冠
教
会
の
伝
統
を
有
す
る
ラ
ン
ス
大
司
教
座
こ
そ

西
フ
ラ
ン
ク
教
会
組
織
の
頂
点
に
君
臨
す
べ
き
で
あ
る
と
の
強
烈
な
自
負
の

念
、
加
え
て
、
教
皇
の
干
渉
を
極
力
排
除
し
、
国
王
と
そ
の
宮
廷
人
を
自
ら
の

影
響
下
に
置
こ
う
と
す
る
旺
盛
な
闘
争
心
で
あ
る
。
極
め
て
詳
細
な
同
時
代
史

の
叙
述
は
、
幾
多
の
規
範
史
料
（
勅
令
、
教
会
会
議
決
議
他
）
や
各
種
書
簡
等

か
ら
の
長
大
な
引
用
を
含
ん
で
お
り
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
「
編
年
誌
」
の
枠
組
み
を
逸
脱
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
最
後
の
八
八
二

年
の
項
は
、
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
る
破
壊
と
略
奪
を
避
け
て
、
高
齢
と
病
の
た
め

衰
弱
し
た
大
司
教
が
椅
子
籠
に
座
っ
た
ま
ま
、
マ
ル
ヌ
川
を
越
え
て
エ
ペ
ル
ネ

へ
と
逃
走
す
る
陰
鬱
な
叙
述
を
も
っ
て
中
断
す
る
。
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル
が
流
謫
の

地
エ
ペ
ル
ネ
に
て
最
期
を
迎
え
た
の
は
、
一
二
月
二
一
／
二
三
日
の
こ
と
で
あ

る
。三　

『
サ
ン
・
ベ
ル
タ
ン
編
年
誌
』
と
は
対
照
的
に
、
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
の

『
フ
ル
ダ
編
年
誌
』
は
著
者
不
詳
で
あ
り
、
ま
た
二
種
類
の
系
統
本
が
伝
存
す

る
。「
マ
イ
ン
ツ
本
」（
七
一
四
〜
八
八
七
年
）
は
、
近
年
の
レ
ー
ヴ
ェ
の
研
究

に
よ
れ
ば
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
る（
64
）。
第
一
部
（
七
一
四
〜
八
三
〇
／
三
八

年
）
は
、『
フ
ラ
ン
ク
王
国
編
年
誌
』
を
初
め
と
す
る
既
存
史
料
を
編
纂
・
加

筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
独
自
の
情
報
を
提
供
す
る
の
は
、
マ
イ
ン
ツ

大
司
教
ラ
バ
ヌ
ス
・
マ
ウ
ル
ス
（
在
位
八
四
七
│
五
六
年
）
の
弟
子
の
フ
ル
ダ

修
道
士
ル
ー
ド
ル
フ
と
そ
の
指
導
下
に
あ
る
一
人
な
い
し
複
数
の
宮
廷
司
祭
に

よ
っ
て
著
さ
れ
た
第
二
部
（
八
三
八
〜
六
三
年
）、
さ
ら
に
そ
の
死
（
八
六
五

年
）
を
承
け
て
、
マ
イ
ン
ツ
で
複
数
の
宮
廷
司
祭
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
第
三
部

（12） 95



三佐川亮宏

東海大学紀要文学部

な
ら
ず
、
そ
の
叙
述
中
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
紀
元
を
そ
の
生
誕
か
ら
〝
現
在
〞

ま
で
一
貫
し
て
導
入
し
た
最
初
の
歴
史
叙
述
者
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
一
九
世
紀
以
降
の
文
献
実
証
的
歴
史
研
究
は
、
七
四
一
年
か
ら

九
〇
六
年
ま
で
を
対
象
と
す
る
第
二
部
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
国
王
の
事
績
に
つ
い

て
の
書
」
に
の
み
関
心
を
集
中
さ
せ
て
き
た（
70
）。
第
一
部
は
ク
ル
ツ
ェ
校
訂

本
の
全
一
五
二
頁
の
う
ち
四
〇
頁
、
つ
ま
り
全
体
の
四
分
の
一
以
上
を
占
め
る

も
の
の
、
各
種
史
料
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
独
自
の
情
報
を
含

ま
な
い
た
め
、
長
ら
く
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
の
マ
ッ
キ
タ
リ
ッ
ク
、
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
、
あ
る
い
は
ゲ
ッ
ツ

の
研
究
は
、
レ
ー
ギ
ノ
が
『
年
代
記
』
を
統
一
的
作
品
と
し
て
構
想
し
て
お

り
、
第
一
部
に
つ
い
て
も
、
第
二
部
と
同
じ
く
作
品
全
体
の
基
盤
と
な
る
主
要

部
分
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
再
評
価
を
唱

え
て
い
る
。「
屡
々
軽
視
さ
れ
た
第
一
部
を
も
含
め
た
テ
ク
ス
ト
全
体
の
理
解

に
よ
っ
て
初
め
て
、
我
々
は
そ
の
各
部
分
を
適
切
に
理
解
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
」（
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
）（
71
）。
こ
う
し
た
視
座
の
変
化
は
、
過
去
の
〝
事
実
〞

の
確
定
と
並
ん
で
、
そ
れ
を
伝
え
る
史
書
と
著
者
そ
の
も
の
を
も
研
究
の
対
象

に
据
え
よ
う
と
す
る
今
日
の
動
向
を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
。

二　

こ
う
し
た
認
識
の
変
化
は
、
作
品
の
主
題
に
関
す
る
議
論
に
も
当
然
な

が
ら
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
従
来
の
研
究
は
第
二
部
、
特
に
そ
の
後

半
に
焦
点
を
据
え
た
上
で
、
そ
こ
に
様
々
な
モ
チ
ー
フ
を
見
出
し
て
き
た

│

「
フ
ラ
ン
ク
人
の
歴
史
」（
イ
ネ
ス
）（
72
）、「
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
歴
史
」（
エ
ア

リ
ー
）（
73
）、「
幼
少
の
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
に
向
け
た
君
主
鑑
」（
コ
ー

テ
ュ
ー
ム
）（74
）、「
貴
族
的
エ
ー
ト
ス
の
観
点
か
ら
の
英
雄
史
」（
レ
ー
ヴ
ェ
）（75
）、

「
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
の
歴
史
」、「
修
道
院
年
代
記
」
等
々
。

新
た
な
方
向
性
を
代
表
す
る
ゲ
ッ
ツ
の
包
括
的
研
究
は
、『
年
代
記
』
に
対

り
、
む
し
ろ
ノ
ル
マ
ン
人
襲
撃
の
生
々
し
い
詳
述
の
故
に
貴
重
な
同
時
代
記
録

と
評
価
さ
れ
る
。

四　
『
年
代
記
』
の
主
題

　
　

一
年　

 
皇
帝
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
の
統
治
第
四
二
年
、
神
の
子
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
誕（
67
）。

一　
『
年
代
記
』
第
一
部
「
主
の
受
肉
の
時
代
に
つ
い
て
の
小
著
」
冒
頭
の

項
で
あ
る
。
以
下
、
キ
リ
ス
ト
紀
元
（
受
肉
年
、
い
わ
ゆ
る
西
暦
）
に
基
づ

き
、
イ
エ
ス
の
生
涯
と
受
難
の
記
事
が
続
く
。
例
え
ば
、
受
難
に
つ
い
て
は
、

「
主
の
受
肉
か
ら
三
三
年
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の
統
治
一
八
年
目
、
主
は
受
難
に

よ
っ
て
〔
人
間
の
〕
罪
を
贖
っ
た
」
と
記
さ
れ
る（
68
）。

「
普
遍
的
世
界
年
代
記
」
は
、
天
地
創
造
の
物
語
か
ら
筆
を
起
こ
す
の
が
常

で
あ
る
。「
教
会
史
の
父
」
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
（
二
六
三
年
頃
│
三
三
九
年
）
が

ギ
リ
シ
ア
語
で
著
し
た
『
年
代
記
』
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
た
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス

（
三
八
一
年
頃
成
立
）
は
、
イ
エ
ス
生
誕
年
を
創
世
紀
元
の
五
一
九
八
年
と
計

算
し
た
。
レ
ー
ギ
ノ
が
大
き
く
依
拠
し
た
中
世
暦
算
学
の
創
始
者
ベ
ー
ダ
も
、

『
大
年
代
記
』
に
お
い
て
こ
の
伝
統
的
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
、
天
地
創
造
を
起

点
と
す
る
創
世
紀
元
に
準
拠
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
彼
は
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
と

は
異
な
る
計
算
に
基
づ
き
、
イ
エ
ス
の
生
誕
年
を
三
九
五
二
年
と
比
定
し
た
。

「
三
九
五
二
年
、
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
統
治
第
四
二
年
…
…
、
第
一
九
三

オ
リ
ン
ピ
ア
ド
の
第
三
年
、
都
市
〔
ロ
ー
マ
〕
の
建
設
か
ら
第
七
五
二
年
…
…

神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
第
六
の
世
界
年
代
を
自
ら
の
降
誕
に
よ
っ
て

聖
別
し
た
」（
69
）。
レ
ー
ギ
ノ
は
、
キ
リ
ス
ト
生
誕
か
ら
書
き
起
こ
し
た
の
み
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も
「
我
々
の
父
祖
た
ち
の
時
代
」
に
続
く
「
同
時
代
」
を
指
す
と
理
解
し
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ゲ
ッ
ツ
は
、
前
段
の
「
我
々
の
時
代
」
を
異
教
徒
の

「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
ロ
ー
マ
人
」
の
時
代
と
対
等
に
並
び
立
つ
、

ま
さ
に
紀
元
一
年
の
キ
リ
ス
ト
生
誕
と
共
に
始
ま
る
「
我
々
の
キ
リ
ス
ト
教
の

0

0

0

0

0

0

時
代
」
と
解
釈
し
、
そ
こ
に
『
年
代
記
』
を
通
底
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の

「
キ
リ
ス
ト
教
史
」
を
読
み
込
む
の
で
あ
る（
76
）。「
年
代
記
第
一
部
は
、
政
治

的
な
時
間
を
枠
組
み
と
す
る
、
言
わ
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
（
救
済
の
）
歴
史
、
第

二
部
は
そ
の
救
済
史
を
枠
組
み
と
す
る
カ
ロ
リ
ン
グ
帝
国
の
政
治
史
の
叙
述
で

あ
る
」（77
）。

三　

第
二
部
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
様
々
な
解
釈
に
そ
れ
ぞ
れ
一
定

の
妥
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
カ
ー
ル
大
帝
を
頂
点
と
す
る
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
台

頭
と
衰
退
の
歴
史
と
い
う
エ
ア
リ
ー
の
解
釈
が
大
方
の
賛
同
を
得
て
い
る（
78
）。

「
レ
ー
ギ
ノ
は
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン

で
あ
る
。
彼
の
第
二
部
、
特
に
カ
ー
ル
大
帝
死
後
の
叙
述
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝

と
フ
ラ
ン
ク
帝
国
の
衰
退
と
没
落
の
歴
史
で
あ
る
」。

第
二
部
後
半
の
記
事
は
、「
衰
退
と
没
落
」
が
カ
ー
ル
の
死
去
（
八
一
三
年

の
項
）
と
共
に
始
ま
る
と
い
う
明
確
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
、
レ
ー
ギ
ノ
が

生
き
る
〝
現
在
〞
の
視
点
か
ら
過
去
の
出
来
事
が
回
顧
的
に
再
構
成
・
配
置
さ

れ
、
独
自
の
解
釈
が
施
さ
れ
る
。
特
に
（
狭
義
の
）「
我
々
の
時
代
」（
＝
同
時

代
）
に
つ
い
て
は
、
帝
国
の
衰
微
、
諸
王
国
の
変
遷
、
危
機
的
状
況
が
レ
ー
ギ

ノ
自
身
の
翻
弄
さ
れ
た
運
命
を
交
え
て
活
写
さ
れ
る
。

入
念
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
構
成
と
語ナ
ラ
テ
ィ
ヴり
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
典
型
的
に
表

出
し
て
い
る
の
は
、
ロ
ー
タ
ル
二
世
の
離
婚
訴
訟
を
め
ぐ
る
一
連
の
叙
述
に
お

け
る
因
果
関
係
の
構
築
で
あ
る
。
そ
の
不
吉
な
顛
末
は
ロ
ー
タ
ル
の
結
婚
の
叙

述
に
お
い
て
早
く
も
予
示
さ
れ
る
。

し
て
純
然
た
る
「
世
俗
史
」
と
し
て
の
性
格
を
否
定
す
る
。
彼
が
注
目
す
る
の

は
、
レ
ー
ギ
ノ
が
「
序
文
」
で
告
白
し
た
執
筆
動
機
（causa scribendi

）
で

あ
る
。

ヘ
ブ
ラ
イ
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
ロ
ー
マ
人
や
そ
の
他
の
諸
民
族
の
歴

史
叙
述
者
た
ち
が
、
彼
ら
の
時
代
に
起
き
た
出
来
事
を
数あ
ま
た多

の
書
物
を

通
じ
て
我
々
に
知
識
と
し
て
伝
承
し
て
い
る
の
に
対
し
、
さ
ほ
ど
古
く

に
ま
で
遡
ら
ぬ
筈
の
我
々
の
時
代
（tem

pora nostra

）
に
つ
い
て
永

遠
の
沈
黙
が
支
配
し
て
い
る
の
は
、
相
応
し
く
な
い
こ
と
に
思
わ
れ
た

か
ら
で
す
。
そ
れ
で
は
、
あ
た
か
も
我
々
の
日
々
（in diebus nostris

）

に
は
人
間
の
活
動
が
停
止
し
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
事
に
よ
る
と

記メ
モ
リ
ア憶

に
託
さ
れ
る
に
値
す
る
こ
と
を
何
も
し
な
か
っ
た
、
さ
ら
に
は
記

憶
に
値
す
る
事
績
は
起
き
た
に
せ
よ
、
書
き
手
た
ち
は
無
関
心
の
故
に

怠
惰
に
時
を
過
ご
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
文
字
で
書
き
留
め
る
の
に
相

応
し
い
人
物
が
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
如
く
で
あ
り
ま
す
か
ら
。

「
我
々
の
時
代
」
と
い
う
文
言
は
、
そ
の
後
に
続
く
一
節
に
も
見
え
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
我
々
の
父
祖
た
ち
の
時
代
、
そ
し
て
我
々
の
時

代
（tem

pora patrum
 nostrorum

 et nostra

）
に
つ
い
て
何
ら
触
れ

る
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
行
く
の
は
許
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
む
し

ろ
私
は
多
く
の
事
柄
か
ら
そ
の
一
部
を
書
き
留
め
る
べ
く
尽
力
致
し
た

次
第
で
す
。

従
来
の
研
究
は
、
二
例
の
「
我
々
の
時
代
」
を
同
一
視
し
た
上
で
、
い
ず
れ
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教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
上
記
の
不
気
味
な
予
言
は
、
ロ
ー
タ
ル
の
非
嫡
出
子

フ
ー
ゴ
ー
の
叛
乱
に
お
い
て
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
。

ロ
ー
タ
ル
の
王
国
に
対
す
る
全
能
の
神
の
怒
り
は
か
く
も
激
し
か
っ

た
の
で
、
か
か
る
被
害
の
増
大
に
よ
っ
て
か
の
王
国
の
活
力
を
根
絶
や

し
に
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
至
聖
の
教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の

予
言
、
そ
し
て
彼
が
か
の
王
国
に
対
し
て
発
し
た
呪
い
の
言
葉
は
こ
こ

に
成
就
し
た
の
で
あ
っ
た
（
八
八
三
年
の
項
）。

直
近
の
事
件
と
し
て
は
反
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
勢
力
に
よ
る
ザ
ン
ク
ト
・

ゴ
ア
ー
ル
の
密
談
が
挙
げ
ら
れ
る

│
「
国
王
抜
き
の
会
合
の
場
で
如
何
な
る

こ
と
が
密
か
に
話
し
合
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
事
件
の
顛
末
が
後
に
明
々
白
々

に
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」（
八
八
九
年
の
項
）。

四　
「
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
と
フ
ラ
ン
ク
帝
国
の
衰
退
と
没
落
の
歴
史
」（
エ
ア
リ

ー
）
に
関
し
て
も
、
考
え
抜
か
れ
た
語ナ
ラ
テ
ィ
ヴり
の
構
成
が
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。

「
終
焉
の
始
ま
り
」
を
告
げ
る
の
は
、
八
四
一
年
に
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
三
兄

弟
が
フ
ォ
ン
ト
ノ
ワ
の
野
で
繰
り
広
げ
た
凄
絶
な
血
戦
で
あ
る
。

こ
の
戦
闘
で
フ
ラ
ン
ク
人
の
戦
力
は
か
く
も
甚
大
な
損
耗
を
被
り
、

彼
ら
の
高
名
な
男
ら
し
さ
は
か
く
も
柔
弱
に
な
っ
た
の
で
、
爾
来
彼
ら

は
、
王
国
の
領
土
を
拡
大
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
自
ら
の
領
土
を
防
御

す
る
こ
と
さ
え
十
全
に
は
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

（
八
四
一
年
の
項
）。

レ
ー
ギ
ノ
は
、
八
八
〇
年
の
項
で
カ
ー
ル
マ
ン
に
追
悼
文
を
献
げ
た
文
脈
で

主
の
受
肉
か
ら
八
五
六
年
、
国
王
ロ
ー
タ
ル
は
王
妃
テ
ィ
ー
ト
ベ
ル

ガ
を
妻
と
し
た
。
こ
の
婚
姻
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
そ
の
王

国
全
体
に
と
っ
て
も
甚
大
な
破
滅
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
明
る
み
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
八
五
六
年
の
項
）。

 　

離
婚
訴
訟
の
叙
述
の
ピ
ー
ク
を
な
す
八
六
六
年
の
項
で
は
、
教
皇
ニ
コ
ラ

ウ
ス
が
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
に
対
す
る
神
の
怒
り
を
予
言
す
る
。

か
か
る
疫
病
の
災
い
が
、
使
徒
座
に
よ
る
解
毒
剤
を
用
い
た
治
療
に

抗
う
こ
と
で
如
何
な
る
結
果
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
繰

り
返
し
そ
の
名
を
挙
げ
た
至
聖
の
教
皇
が
聖
霊
の
息
吹
に
触
れ
て
予
言

し
た
如
く
、
死
を
も
た
ら
す
こ
の
感
染
に
よ
っ
て
王
国
が
如
何
な
る
損

失
を
被
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
は
以
下
の
然
る
べ
き
箇
所
で
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
（
八
六
六
年
の
項
）。

 　

ロ
ー
タ
ル
は
、
サ
ラ
セ
ン
人
と
闘
う
兄
の
皇
帝
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
の
た
め
に

援
軍
を
イ
タ
リ
ア
に
派
遣
し
た
も
の
の
、
疫
病
に
よ
り
甚
大
な
損
失
を
被
る

結
果
と
な
っ
た
。

か
く
し
て
、
こ
の
時
既
に
告
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
、
神
が
、
そ

の
頑
迷
に
し
て
罪
を
悔
い
改
め
よ
う
と
せ
ぬ
心
根
の
故
に
、
ロ
ー
タ
ル

の
み
な
ら
ず
彼
の
王
国
全
体
を
も
敵
視
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が

（
八
六
七
年
の
項
）。
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王
族
の
衰
微
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
不
妊
に
つ
い
て
は
、
正
妻

テ
ィ
ー
ト
ベ
ル
ガ
の
不
妊
に
責
め
を
帰
す
ロ
ー
タ
ル
に
向
け
て
、
教
皇
ニ
コ
ラ

ウ
ス
が
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

彼
女
が
不
妊
の
故
に
告
発
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
九
〇
歳
の
サ
ラ
、
あ

る
い
は
ア
ン
ナ
や
エ
リ
ザ
ベ
ト
の
例
を
想
い
起
こ
す
が
良
い
。
だ
が
、

こ
の
場
合
、
子
供
に
恵
ま
れ
ぬ
原
因
は
恐
ら
く
は
不
妊
で
は
な
く
不
義

の
故
で
あ
ろ
う
（
八
六
六
年
の
項
）。

　

子
供
に
恵
ま
れ
ぬ
原
因
は
、
正
妻
が
あ
り
な
が
ら
、
愛
妾
ヴ
ァ
ル
ト
ラ
ー
ダ

と
「
不
義
（iniquitas

）」
を
重
ね
た
ロ
ー
タ
ル
に
対
す
る
「
神
罰
」
の
結
果

で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
子
孫
は
、
時
に
人
の
罪
を
赦
す
神
の
恩

寵
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
得
る
も
の
で
も
あ
る
。「
王
家
の
家
系
が
…
…
時
の
経

過
と
共
に
幸
福
に
成
長
し
て
繁
茂
し
始
め
」
た
の
も
、「
天
の
摂
理
に
よ
っ

て
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
今
や
王
族
が
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
責
任
は
、
ユ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
流
の
（
世
俗
的
な
）「
幸フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ運

の
移
ろ
い
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
神
意
に
反
し
た
カ
ロ
リ
ン
グ
家
諸
王
た
ち
の
振
る
舞
い
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

下
降
点
の
〝
ピ
ー
ク
〞
を
画
す
る
の
は
、
カ
ー
ル
三
世
の
死
と
帝
国
の
分
裂

（
八
八
七
／
八
八
年
の
項
）
で
あ
る
。

彼
の
歿
後
、
そ
れ
ま
で
そ
の
命
に
服
し
て
い
た
諸
王
国
は
、
あ
た
か

も
正
統
な
相
続
者
を
欠
く
か
の
如
く
、
一
個
の
団
体
か
ら
諸
々
の
部
分

に
分
裂
し
、
も
は
や
彼
ら
の
本
来
の
君
主
に
も
期
待
す
る
こ
と
な
く
、

非
嫡
出
子
の
ア
ル
ヌ
ル
フ
に
言
及
し
、
そ
こ
か
ら
同
名
の
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
始

祖
に
始
ま
る
上
昇
と
下
降
を
予
示
す
る
。

こ
の
命
名
〔
ア
ル
ヌ
ル
フ
〕
は
、
崇
敬
す
べ
き
メ
ッ
ツ
司
教
ア
ル
ヌ

ル
フ
へ
の
追
憶
の
故
で
あ
っ
て
、
そ
の
神
聖
な
る
蕾つ
ぼ
み

か
ら
彼
と
そ
の

他
の
フ
ラ
ン
ク
人
の
諸
王
の
一
族
が
芽
生
え
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
偶
然
の
産
物
な
ど
で
は
な
く
、
未
来
に
何
が
起
き
る
の
か
、
そ
の

確
た
る
予
示
に
し
て
前
兆
（presagium

 portentum
que futurorum

 

actitatum

）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
か
の
ア
ル

ヌ
ル
フ
と
共
に
王
家
の
家
系
は
、
天
の
摂
理
（caelitus provisa

）
に

よ
っ
て
時
の
経
過
と
共
に
幸
福
に
成
長
し
て
繁
茂
し
始
め
、
そ
れ
は
つ

い
に
は
偉
大
な
る
カ
ー
ル
の
下
で
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
み
な
ら
ず
様
々
な

諸
民
族
と
諸
王
国
を
統
べ
る
と
い
う
最
高
の
頂
に
到
達
し
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
死
後
、
か
つ
て
は
彼
ら
の
あ
ら
ゆ
る
期
待
を
凌
駕
す
る
ま
で

に
花
開
い
た
こ
の
世
の
栄
光
は
、
幸フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ運
の
移
ろ
い
（variante 

fortuna

）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
興
隆
し
た
時
と
同
じ
調
子
で
徐
々
に

下
降
し
始
め
、
つ
い
に
は
諸
王
国
が
衰
微
し
た
の
み
な
ら
ず
、
王
族

（regia stirps

）
自
体
さ
え
も
同
じ
運
命
の
一
途
を
辿
る
こ
と
と
な
っ

た
。
王
族
が
衰
微
し
た
の
は
、
国
王
が
ま
だ
か
弱
き
年
齢
の
故
に
夭
折

し
た
り
、
あ
る
い
は
妻
た
ち
の
不
妊
（sterilitas

）
の
故
に
減
少
し
た

結
果
で
あ
り
、
か
つ
て
は
か
く
も
多
く
を
数
え
た
国
王
の
系
譜
に
連
な

る
子
孫
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
国
の
笏
を
受
け
る
の
に
適
格
と
見

做
さ
れ
る
の
は
、
唯
一
こ
の
お
方
〔
ア
ル
ヌ
ル
フ
〕
の
み
と
な
る
ま
で

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
然
る
べ
き
箇

所
で
さ
ら
に
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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レ
ー
ギ
ノ
の
『
年
代
記
』
を
も
っ
て
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
歴
史
叙
述
の
伝
統
は

途
絶
え
る
。
次
に
本
格
的
な
作
品
が
執
筆
さ
れ
る
の
は
、
オ
ッ
ト
ー
朝
下
の

九
六
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
レ
ー
ギ
ノ
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
最
後
の

0

0

0

歴

史
叙
述
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ク
帝
国
の
衰
微
の
過
程
を
回
顧
的
視
点

か
ら
叙
述
対
象
に
据
え
た
最
初
の

0

0

0

歴
史
叙
述
者
で
も
あ
っ
た（
80
）。

五　

最
後
に
『
年
代
記
』
の
被
献
呈
者
に
つ
い
て
。
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
司
教

ア
ー
ダ
ル
ベ
ロ
は
、
八
九
三
年
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
四
世
（〝
幼
童
〞）
の
洗
礼
に

際
し
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ハ
ッ
ト
ー
と
共
に
代
父
を
務
め
た
人
物
で
、
幼
少
の

国
王
の
養
育
係
と
し
て
宮
廷
で
枢
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た（
81
）。
献
呈
時
の

九
〇
八
年
当
時
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
約
一
五
歳
で
成
人
に
達
し
て
は
い
た
も
の

の
、
叙
述
中
に
国
王
に
対
す
る
直
接
的
な
教
訓
の
教
示
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ

れ
故
、『
年
代
記
』
は
国
王
に
向
け
た
実
践
的
な
「
君
主
鑑
」（
82
）
と
い
う
よ
り

は
、
養
育
係
の
ア
ー
ダ
ル
ベ
ロ
に
対
し
て
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
正
当
性
、
戦
士

的
モ
ラ
ル
の
重
要
性
、
王
権
と
教
皇
権
の
協
働
の
必
要
性
を
説
い
た
警
醒
の
書

（
ウ
ー
ブ
ル
）
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う（
83
）。

最
後
に
、
読
者
の
方
々
に
お
願
い
し
た
き
儀
が
あ
り
ま
す
。
我
々
の

書
物
が
如
何
な
る
理
由
で
あ
れ
お
気
に
召
し
、
そ
れ
を
書
写
さ
せ
る
こ

と
を
望
ま
れ
る
場
合
、
ど
う
か
こ
の
短
い
序
言
を
決
し
て
省
略
す
る
こ

と
な
く
、
小
著
の
冒
頭
に
書
き
入
れ
さ
せ
て
頂
き
た
い
の
で
す
。

「
序
文
」
の
結
び
で
あ
る
。
レ
ー
ギ
ノ
の
要
請
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
後
世
の

大
半
の
書
写
者
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
た
。
五
点
の
断
片
を
除
け
ば
、「
序
文
」

を
欠
く
写
本
は
僅
か
に
二
点
の
み
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（
84
）。

む
し
ろ
各
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
胎
内
か
ら
国
王
を
創
る
こ
と
と
し
た

（
八
八
八
年
の
項
）。

ゲ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
レ
ー
ギ
ノ
が
理
想
的
君
主
に
期
待
す
る
要
件
と
は
、
信

仰
心
、
神
へ
の
信
頼
、
正
義
、
徳
と
礼
節
、
賢
明
さ
と
教
養
、
そ
れ
に
加
え
て

力
と
強
さ
、
勇
敢
さ
と
勝
利
で
あ
る
。
特
に
統
治
者
の
行
動
が
は
た
し
て
神
意

に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
か
否
か
、
聖
餐
審
で
虚
言
を
弄
し
て
神
を
侮
辱
し
た

ロ
ー
タ
ル
二
世
の
非
業
の
最
期
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
史
」
と

い
う
作
品
の
基
本
モ
チ
ー
フ
は
、
第
二
部
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
妥
当

す
る
の
で
あ
る（
79
）。

一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
八
八
八
年
の
項
の
冒
頭
の
カ

ー
ル
三
世
追
悼
文
で
、
レ
ー
ギ
ノ
が
聖
人
に
比
肩
す
る
賛
辞
を
惜
し
ま
ぬ
理
由

の
一
つ
は
、「
力
と
強
さ
、
勇
敢
さ
と
勝
利
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト

教
的
価
値
観
に
重
き
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

│
「
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の

極
め
て
信
仰
心
篤
き
君
侯
で
、
神
を
畏
れ
、
そ
の
命
を
全
霊
を
も
っ
て
遵
守

し
、
教
会
の
規
定
に
献
身
的
に
服
従
し
、
喜
捨
に
お
い
て
気
前
良
く
、
祈
禱
と

詩
篇
の
読
誦
に
不
断
に
身
を
献
げ
、
神
へ
の
賞
讃
に
飽
く
こ
と
な
く
奉
仕
し
た

お
方
で
あ
っ
た
…
…
」。
こ
れ
と
対
照
的
な
の
は
、
聖
職
者
で
あ
り
な
が
ら
世

俗
的
欲
望
に
駆
ら
れ
、「
背
教
し
て
教
会
の
義
務
を
等な
お
ざ
り閑
に
し
、
按
手
に
よ
っ

て
授
け
ら
れ
た
恩
寵
を
無む

げ碍
に
捨
て
去
っ
て
侮
蔑
す
る
こ
と
で
、
第
二
の
ユ
リ

ア
ヌ
ス
」
に
な
っ
た
カ
ル
ロ
マ
ン
の
悲
惨
な
顛
末
で
あ
る
。「
か
く
し
て
、
内

な
る
光
た
る
キ
リ
ス
ト
を
己
の
胸
中
か
ら
排
除
し
た
者
は
、
神
の
義た
だ

し
き
裁
き

に
よ
っ
て
外
な
る
光
を
も
喪
失
し
た
の
で
あ
り
、
自
ら
進
ん
で
内
な
る
闇
の
世

界
へ
と
埋
没
し
た
者
は
、
外
な
る
闇
の
世
界
へ
と
投
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
」

（
八
七
〇
年
の
項
）。
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キ
リ
ス
ト
紀
元
の
年
次
を
記
載
し
た
の
は
僅
か
に
二
箇
所
、
四
五
一
八
年
の
項

（
＝
五
三
二
年
）
と
四
六
七
〇
年
の
項
（
＝
七
一
六
年
）
の
み
で
あ
っ
た
。
レ

ー
ギ
ノ
は
七
四
一
年
以
降
（
第
二
部
）
に
つ
い
て
は
、『
フ
ラ
ン
ク
王
国
編
年

誌
』
の
年
次
記
載
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
そ
れ
以
前
の
時
代
（
第
一

部
）
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
生
誕
年
ま
で
遡
っ
て
自
ら
の
手
で
年
次
計
算
を

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
部
が
ま
さ
に
「
主
の
受
肉
の
時
代
に
つ

い
て
の
小
著
」
と
銘
打
た
れ
た
の
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
」
を
紀
年
法
の

観
点
か
ら
も
特
徴
づ
け
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

レ
ー
ギ
ノ
が
試
み
た
の
は
、
ベ
ー
ダ
の
『
大
年
代
記
』
に
創
世
紀
元
で

記
載
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
）
以
降
の
歴
代
ロ
ー
マ

皇
帝
六
六
名
の
統
治
期
間
（
年
・
月
・
日
）
を
基
に
、
キ
リ
ス
ト
紀
元
の
年
次

を
算
出
す
る
と
い
う
全
く
新
た
な
、
し
か
し
同
時
に
極
め
て
煩
雑
に
し
て
難
解

な
手
法
で
あ
っ
た（
86
）。
次
に
一
例
を
挙
げ
る
。

　
　

 

主
の
受
肉
か
ら
七
三
年
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
は
九
年
一
一
ヵ
月
と

二
二
日
間
統
治
し
た
。
こ
の
一
一
ヵ
月
に
ネ
ロ
の
七
ヵ
月
を
足
す
と

一
八
ヵ
月
と
な
る
。
こ
の
二
二
日
に
彼
〔
ネ
ロ
〕
の
二
八
日
を
足
す
と

五
〇
日
と
な
る
。
つ
ま
り
、
一
年
と
七
ヵ
月
と
二
〇
日
で
あ
る
。
こ
の

一
年
を
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
　

…
…

　
　

 

主
の
受
肉
か
ら
八
三
年
、
テ
ィ
ト
ゥ
ス
は
二
年
と
一
一
ヵ
月
間
統
治
し

た
。

　
　

 
主
の
受
肉
か
ら
八
五
年
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
一
五
年
と
五
ヵ
月
間
統

治
し
た
。
こ
の
五
ヵ
月
に
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
の
七
ヵ
月
を
足
す
と
一

年
を
満
た
す
の
で
、
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
と
す
る
。（87
）

五　

キ
リ
ス
ト
生
誕
年
に
よ
る
紀
年
法

一　
『
年
代
記
』
は
、
前
述
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
紀
元
を
そ
の
生
誕
か
ら

〝
現
在
〞
ま
で
一
貫
し
て
導
入
し
た
最
初
の
歴
史
叙
述
で
あ
る
。
レ
ー
ギ
ノ
の

紀
年
法
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
し
て
お
く
。

中
世
に
お
け
る
紀
年
法
は
多
様
で
、
六
世
界
年
代
論
に
基
づ
く
創
世
紀
元

（
前
五
一
九
八
年
、
前
三
九
五
二
年
他
）、
ロ
ー
マ
建
国
紀
元
（
前
七
五
三
年
）、

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
紀
元
（
二
八
四
年
）、イ
ン
デ
ィ
ク
テ
ィ
オ
（
三
一
三

年
）、
そ
れ
に
国
王
・
教
皇
の
統
治
年
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
た
。
や
や
意
外
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
エ
ス
の
生
誕
年
に
起
点
を
置
く
キ
リ
ス
ト
紀

元
が
歴
史
叙
述
に
お
い
て
普
及
し
始
め
る
の
は
こ
れ
ら
の
中
で
も
最
も
遅
く
、

早
く
と
も
八
世
紀
末
／
九
世
紀
以
降
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
紀
年
法
は
五
二
五
年
、
ロ
ー
マ
で
活
躍
し
た
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
生
ま
れ
の

修
道
士
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
ウ
ス
・
エ
ク
シ
ギ
ウ
ス
（
五
五
六
年
以
前
歿
）
が
、
復

活
祭
の
サ
イ
ク
ル
が
五
三
二
年
間
で
一
巡
す
る
こ
と
か
ら
、
イ
エ
ス
復
活
の
主

日
を
新
た
に
計
算
し
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
考
案
し
た（
85
）。「
編
年
誌
（A

nna- 

les

）」
は
、
元
々
復
活
祭
暦
表
の
欄
外
な
ど
に
そ
の
年
の
主
要
な
出
来
事
を
簡

潔
に
記
載
し
た
こ
と
か
ら
発
展
し
た
史
料
類
型
で
あ
り
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
に

キ
リ
ス
ト
紀
元
が
普
及
す
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
生
誕
年
に
よ
る
紀
年
法
を
歴
史
叙
述
と
し
て
初
め
て
使
用
し
た
の

は
、
ベ
ー
ダ
の
『
ア
ン
グ
ル
人
の
教
会
史
』（
七
三
一
年
頃
成
立
）
で
あ
る
。

た
だ
し
、
年
次
を
明
記
し
た
の
は
一
部
の
記
事
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

レ
ー
ギ
ノ
は
こ
の
史
書
を
知
ら
な
か
っ
た
。
第
一
部
で
彼
が
大
き
く
依
拠
し
た

同
じ
著
者
の
『
大
年
代
記
』
は
、
前
述
の
よ
う
に
創
世
紀
元
を
採
っ
て
お
り
、

（18） 89



三佐川亮宏

東海大学紀要文学部

は
た
し
て
対
応
す
る
か
吟
味
し
て
み
る
。

レ
ー
ギ
ノ
は
「
七
一
八
年
三
ヵ
月
二
日
」
と
算
出
し
た（
91
）。
し
か
し
、
正

し
く
は
七
四
一
年
で
あ
る
。
こ
の
後
、『
歴
代
教
皇
史
（Liber pontificalis

）』

に
基
づ
き
、
初
代
ペ
テ
ロ
か
ら
ザ
カ
リ
ア
ス
（
在
位
七
四
一
│
五
二
年
）
ま
で

の
歴
代
教
皇
九
三
名
の
統
治
期
間
（
年
・
月
・
日
）
を
記
載
し
た
荘
厳
な
リ
ス

ト
が
、
ク
ル
ツ
ェ
校
訂
本
で
は
二
頁
に
亘
り
掲
げ
ら
れ
る
。
最
終
的
な
合
算
結

果
は
、「
七
四
七
年
八
ヵ
月
二
六
日
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
れ
故
、
教
皇
の
時
代
は
ロ
ー
マ
人
の
君
侯
の
そ
れ
を
二
九
年
上
回

る
こ
と
に
な
る（
92
）。
賢
明
な
読
者
は
、
こ
の
計
算
の
い
ず
れ
に
従
う

べ
き
か
判
断
さ
れ
た
い
。

レ
ー
ギ
ノ
は
、
第
一
部
で
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
の
死
を
上
記
の
よ
う
に

七
一
八
年
と
算
出
す
る
一
方
、
第
二
部
冒
頭
の
七
四
一
年
の
項
で
は
『
フ
ラ
ン

ク
王
国
編
年
誌
』
の
記
事
に
基
づ
き
、「
主
の
受
肉
か
ら
七
四
一
年
、
ピ
ピ
ン

の
息
子
の
カ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
宮
宰
に
し
て
最
も
勇
敢
な
フ
ラ
ン
ク
人
の
指
揮

官
（dux

）
が
死
去
し
た
」
と
記
し
た
。
二
三
年
間
の
ず
れ
に
つ
い
て
、
レ
ー

ギ
ノ
は
史
書
の
書
写
者
（scriptor

）
の
ミ
ス
に
起
因
す
る
可
能
性
に
言
及
し

て
い
る（
93
）。

三　

ブ
リ
ン
ケ
ン
は
か
つ
て
レ
ー
ギ
ノ
に
つ
い
て
、「
彼
は
、
単
に
時
間
観

念
の
能
力
に
と
り
わ
け
乏
し
い
性
格
の
人
間
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は

中
世
に
お
い
て
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
手
厳
し
い
評
価
を
下
し 

た（
94
）。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ー
ギ
ノ
の
計
算
は
、
年
の
み
な
ら
ず
月
と
日
を

勘
定
に
加
え
た
恐
ら
く
は
最
初
の
試
み
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
は
、
旧
来
の
年

レ
ー
ギ
ノ
は
新
皇
帝
登
位
の
記
載
を
、
基
本
的
に
年
次
の
途
中
で
は
な
く
新

た
な
年
次
を
も
っ
て
始
め
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
紀
元
の
算
出
に
際
し
て
は
皇

帝
統
治
年
を
基
礎
と
し
、
月
・
日
の
期
間
は
一
旦
留
保
す
る
。
皇
帝
の
代
替
わ

り
に
伴
い
そ
の
月
・
日
の
合
計
が
一
年
を
満
た
し
た
時
、
初
め
て
年
次
に
加
算

す
る
。
そ
こ
で
生
じ
た
残
余
の
月
・
日
は
、
次
の
合
算
で
一
年
を
満
た
し
た
際

に
利
用
さ
れ
る
。
皇
帝
空
位
期
間
の
存
在
は
勘
案
さ
れ
な
い

│
。
新
皇
帝
登

位
時
の
「
主
の
受
肉
か
ら
○
○
年
」
の
数
字
を
決
定
的
に
重
視
す
る
こ
の
計
算

法
は
、
ブ
リ
ン
ケ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
確
か
に
「
奇
妙
な
方
法
」
で
あ
る（
88
）。

も
と
よ
り
、
レ
ー
ギ
ノ
が
知
り
得
た
月
・
日
の
正
確
な
記
載
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス

（
在
位
三
六
一
│
六
三
年
）
を
最
後
に
終
わ
る
し
、
資
料
と
し
て
利
用
し
た

『
大
年
代
記
』
に
起
因
す
る
記
載
誤
り
、
あ
る
い
は
レ
ー
ギ
ノ
本
人
の
少
な
か

ら
ぬ
計
算
ミ
ス
も
あ
っ
て
、
実
際
の
年
次
と
は
か
な
り
の
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
（
最
大
マ
イ
ナ
ス
七
四

年
）。
計
算
ミ
ス
の
特
徴
は
、
ま
だ
計ア
バ
ク
ス

算
板
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に

あ
っ
て
、
レ
ー
ギ
ノ
が
ロ
ー
マ
数
字
を
筆
算
で
は
な
く
暗
算
で
し
て
い
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う（
89
）。

第
一
部
の
最
後
の
記
事
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
レ
オ
ン
三
世
（
在
位
七
一
七
│

四
一
年
）
の
統
治
二
六
年
目
に
お
け
る
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
の
死
を
も
っ
て
終

わ
る
。
レ
ー
ギ
ノ
は
続
け
て
自
ら
の
計
算
の
総
括
を
提
示
す
る（
90
）。

そ
れ
故
、
も
し
私
が
誤
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス

の
統
治
第
四
二
年
の
主
の
受
肉
か
ら
、
君
侯
カ
ー
ル
の
時
代
に
統
治
し

た
最
後
の
皇
帝
レ
オ
ン
ま
で
、
七
一
八
年
三
ヵ
月
と
二
日
と
な
る
。
さ

ら
に
、
可
能
な
ら
ば
主
の
か
の
年
々
を
ロ
ー
マ
教
皇
の
時
代
に
合
致
さ

せ
る
こ
と
で
、
君
侯
と
聖
職
者
の
時
代
を
互
い
に
比
較
し
て
、
そ
れ
が
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を
説
明
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
筈
の
こ
の
私
が
、
自
ら
に
関
わ
る
問
題

に
つ
い
て
沈
黙
し
閑
却
す
る
こ
と
は
、
道
理
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
だ
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
特
に
読

者
の
方
々
に
対
し
て
、
私
は
膝
を
屈
し
て
赦
し
を
請
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
報
告
（relatio

）
に
お
い
て
私
は
、
相
応
し
か
ら
ぬ
程
に
多
弁

で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
私
に
対
し
て
嫉
妬
心
や
敵
意

を
抱
く
者
た
ち
に
よ
る
誹
謗
中
傷
の
訴
え
の
故
に
、
私
は
必
要
に
迫
ら

れ
て
、
何
が
為
さ
れ
た
の
か
の
み
な
ら
ず
、
何
が
語
ら
れ
た
の
か
に
つ

い
て
も
、
順
序
に
即
し
て
叙
述
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
か

ら
。

肝
心
の
「
報
告
（relatio

）」
の
文
言
（
□
□
□
）
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

削
除
し
た
の
は
、
か
つ
て
の
研
究
で
は
レ
ー
ギ
ノ
の
敵
対
者
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
リ
ン
ツ
ェ
ル
の
研
究
（
一
九
三
七
年
）
以
来
レ
ー
ギ
ノ
本
人
で
あ
る
こ

と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る（
98
）。
彼
は
、「
私
に
対
し
て
嫉
妬
心
や
敵
意
を
抱

く
者
た
ち
」
の
存
在
に
触
れ
た
上
記
の
引
用
文
に
続
け
て
、
そ
の
敵
対
者
が
な

お
存
命
中
で
あ
る
こ
と
に
言
及
す
る
。

 

既
に
済
ん
だ
事
象
や
過
ぎ
去
り
し
時
代
に
関
し
て
は
、
多
く
の
中

か
ら
僅
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
だ
け
で
充
分
な
の
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ

と
い
う
の
も
、
我
々
は
現
代
（m

oderna tem
pora

）
に
関
し
て
は
沈

黙
を
貫
く
こ
と
を
決
意
し
た
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
出
来
事
の

真
実
を
明
解
な
筆
致
で
書
き
留
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
今
日
で
も
な

お
存
命
中
の
特
定
の
方
々
の
憎
悪
と
不
興
を
買
う
こ
と
に
疑
い
の
余
地

次
記
載
を
キ
リ
ス
ト
紀
元
に
可
能
な
限
り
換
算
・
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
そ

の
驚
嘆
す
べ
き
努
力
を
再
評
価
し
つ
つ
あ
る（
95
）。
一
一
世
紀
末
以
降
に
な
る

と
「
暦
算
学
（K

om
pustik

）」
が
興
隆
す
る
こ
と
に
な
る
が
（
マ
リ
ア
ヌ
ス
・

ス
コ
ト
ゥ
ス
、
ジ
ャ
ン
ブ
ル
ー
の
ジ
ー
ゲ
ベ
ル
ト
、
五
頁
）、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ

ウ
ス
・
エ
ク
シ
ギ
ウ
ス
の
計
算
理
論
を
鋭
く
批
判
し
た
彼
ら
も
、
や
は
り
正
確

な
年
次
比
定
に
到
達
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
96
）。

六　

歴
史
の
史
料
と
し
て
の
『
年
代
記
』

一　
「
同
じ
頃
、
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
の
院
長
フ
ァ
ラ
ベ
ル
ト
は
自
ら
の
意
志

で
、
か
つ
国
王
の
同
意
を
得
た
上
で
司
牧
職
を
辞
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
値

し
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
私
が
戒
律
の
権
威
に
基
づ
き
兄
弟
た
ち
の
選
出

に
よ
っ
て
指
導
を
継
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」。
レ
ー
ギ
ノ
は
八
九
二
年
の
項

で
自
ら
の
院
長
位
選
出
を
こ
う
記
し
た
。「
戒
律
の
権
威
に
基
づ
き
兄
弟
た
ち

の
選
出
に
よ
っ
て
」
と
い
う
文
言
に
は
、
七
年
後
の
事
件
を
見
据
え
た
上
で
、

自
ら
の
就
位
の
正
当
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
滲
み
出
て
い
る
よ
う
に

読
め
る（
97
）。
続
け
て
、
八
九
九
年
の
退
位
を
先
取
り
す
る
形
で
、
そ
れ
へ
と

至
る
具
体
的
経
緯
を
詳
述
し
た
一
節
が
弁
明
を
交
え
つ
つ
綴
ら
れ
る
。『
年
代

記
』
を
単
独
で
伝
え
る
ク
ル
ツ
ェ
校
訂
本
の
Ｂ
稿
か
ら
引
用
す
る
。

私
は
そ
の
経
緯
を
以
下
に
お
い
て
、
ま
ず
始
ま
り
ま
で
遡
り
、
次
い

で
如
何
に
し
て
こ
の
問
題
に
決
着
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

か
、
簡
潔
な
言
葉
遣
い
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
読
者
の
方
々
が
そ
れ
を
煩
わ
し
く
思
わ
ぬ
よ
う
切
に
請
い
た
い
の

だ
。
何
故
な
ら
ば
、
他
の
人
々
の
行
動
や
出
来
事
の
原
因
（causae

）
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で
も
な
お
存
命
中
の
特
定
の
方
々
の
感
情
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
、
筆
遣
い
を
抑
制

致
し
ま
し
た
。
こ
の
部
分
の
さ
ら
な
る
詳
述
は
、
後
世
の
人
々
の
手
に
託
し
た

く
存
じ
ま
す
」。

こ
の
場
合
、
何
故
八
九
二
年
の
項
で
、「
報
告
」
の
前
後
に
位
置
す
る
「
私

は
そ
の
経
緯
を
…
…
道
理
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
」、「
特
に
読
者
の

方
々
に
対
し
て
…
…
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
か
ら
」
の
文
言
が
残
さ
れ
た
の

か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
な
が
ら
沸
い
て
く
る
。「
報
告
」
を
書
き
留
め
た
羊
皮

紙
頁
の
み
手
稿
か
ら
取
り
除
か
れ
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
（
リ
ン
ツ
ェ
ル
）（99
）。

あ
る
い
は
、
レ
ー
ギ
ノ
は
自
ら
の
退
位
の
不
当
性
を
読
者
に
示
唆
す
べ
く
、

「
報
告
」
の
前
後
の
文
言
を
意
図
的
に
削
除
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
残
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
（
ゲ
ッ
ツ
）（
100
）。

二　

そ
れ
で
は
、『
年
代
記
』
が
完
成
し
た
九
〇
六
／
〇
八
年
当
時
な
お
存

命
中
で
、
レ
ー
ギ
ノ
が
そ
の
報
復
を
恐
れ
た
敵
対
者
、
迫
害
者
と
は
一
体
誰
な

の
か
。
あ
る
い
は
、
沈
黙
に
付
さ
れ
た
「
原
因
（causae

）」
と
は
何
で
あ
っ

た
の
か
。

ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
を
も
含
む
Ａ
稿
は
、
Ｂ
稿
の

「
報
告
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
前
後
に
位
置
す
る
「
私
は
そ
の
経
緯
を
」
か
ら

最
後
の
「
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
か
ら
」
ま
で
全
て
を
削
除
し
た

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
の
代
わ

り
に
、
Ｂ
稿
に
は
な
い
次
の
短
い
一
節
を
新
た
に
補
筆
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
こ
の
地
位
に
長
ら
く
留
ま
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
競
合
者
の
画
策
に
よ
っ
て
（aem

ulis agentibus

）
ゲ
ー
ア
ハ
ル

ト
と
マ
ト
フ
リ
ー
ト
の
兄
弟
で
あ
る
リ
シ
ャ
ー
ル
を
私
の
職
の
忌
ま
わ

し
き
後
継
者
と
し
て
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

前
段
の
「
報
告
」
を
詳
述
し
た
時
の
意
図
と
は
真
っ
向
か
ら
矛
盾
す
る
新
た

な
執
筆
方
針
は
、
八
九
九
年
の
項
で
自
ら
の
退
位
事
件
に
触
れ
た
叙
述
で
も
貫

か
れ
る
。

同
年
、
リ
シ
ャ
ー
ル
が
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
の
院
長
に
定
め
ら
れ
た
。

私
の
身
に
如
何
な
る
こ
と
が
降
り
か
か
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
を
こ
こ

に
書
き
留
め
る
の
は
差
し
控
え
る
こ
と
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し

て
の
堪
忍
が
許
す
以
上
の
不
条
理
に
憤
慨
し
た
私
が
、
自
ら
に
対
す
る

迫
害
の
原
因
（causae

）
を
あ
た
か
も
誇
張
し
て
い
る
か
の
如
く
思
わ

れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
幾
多
の
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
事
情
を
冗
長
に
陳

述
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
聞
く
方
々
に
嫌
気
を
惹
起
し
て
は
い
け
な
い

の
で
。
先
述
の
よ
う
に
、
我
々
が
努
め
る
べ
き
こ
と
は
出
来
事
の
経
過

を
書
き
留
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
出
来
事
の
原
因
（causae

）
を
理
性

の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
明
確
に
詳
述
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
我
々
は
他
の
人
々
の
行
動
〔
の
叙
述
〕
に
つ
い
て

は
簡
潔
さ
を
良
し
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
自
身
に
つ
い
て

多
弁
を
弄
す
る
と
い
う
誤
り
に
陥
ら
ぬ
よ
う
用
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。

「
報
告
」
の
削
除
が
レ
ー
ギ
ノ
本
人
に
よ
る
「
自
己
検
閲
」
の
所
産
で
あ
る

こ
と
に
も
は
や
疑
問
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。（
恐
ら
く
は
『
年
代
記
』
の
成
稿

後
に
執
筆
し
た
）「
序
文
」
末
尾
の
趣
旨
も
こ
れ
と
合
致
す
る

│
「
た
だ

し
、
現
在
（presentia tem

pora

）
へ
と
連
結
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
、
今
日
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ー
タ
ル
の
王
国
」
の
国
王
に
登
位
し
て
以
降
、
遅
く
と
も
八
九
六
年
末
／
九
七

年
初
に
は
、
彼
や
そ
の
寵
臣
の
レ
ギ
ナ
ー
ル
と
鋭
く
敵
対
し
て
い
た
。「
ロ
ー

タ
ル
の
王
国
」
の
北
部
の
マ
ー
ス
川
と
ス
ヘ
ル
デ
川
の
間
に
勢
力
を
張
る
レ
ギ

ナ
ー
ル
は
、
シ
ュ
テ
ン
フ
ァ
ン
ら
が
本
拠
地
と
す
る
「
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
」
の

中
部
の
モ
ー
ゼ
ル
地
方
へ
の
勢
力
拡
張
を
狙
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（
104
）。
も

っ
と
も
、
権
力
基
盤
の
脆
弱
な
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
が
採
用
し
た
の
は
、
王

国
内
の
対
立
す
る
貴
族
党
派
を
焚
き
付
け
、
互
い
に
争
わ
せ
る
と
い
う
危
険
な

方
策
で
あ
り
、
提
携
す
る
党
派
の
顔
触
れ
は
目
ま
ぐ
る
し
く
交
替
し
た
。
以

下
、
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
の
動
向
を
中
心
に
関
連
事
件
を
年
表
に
纏
め
て

み
る
。

八
九
六 

年
末
／
九
七
年
初
：
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
、
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
、
オ

ダ
カ
ー
ル
、
国
王
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
官
職
と
地
位
を
剥

奪
さ
れ
る
。

八
九
七 

年
一
月
末
／
二
月
初
：
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
、
ト
リ
ー
ア
に
軍
を
進

め
、
上
記
の
伯
た
ち
の
所
領
を
家
来
に
分
与
。

　
　
　

 

五
月
末
：
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
、
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
、
ア
ル
ヌ
ル
フ

の
仲
介
で
国
王
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
と
和
解
。

八
九
八 

年
二
月
：
ト
リ
ー
ア
大
司
教
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
、
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト

の
国
王
証
書
に
書
記
局
長
の
肩
書
き
で
再
登
場
。

　
　
　

二
／
三
月
：
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
、
寵
臣
の
レ
ギ
ナ
ー
ル
を
追
放
。

　
　
　

 
六
月
末
以
降
：
レ
ギ
ナ
ー
ル
、
西
フ
ラ
ン
ク
国
王
シ
ャ
ル
ル
の
軍
隊
を

王
国
内
に
呼
び
入
れ
、
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
は
逃
走
。

　
　
　

 

九
月
末
／
一
〇
月
初
：
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
、
フ
レ
ル
ヒ
ン
ゲ
ン
に

て
王
国
の
有
力
貴
族
の
恭
順
を
得
て
勢
力
を
挽
回
。
シ
ャ
ル
ル
は
プ
リ

ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
が
全
て
を
削
除
し
た
こ
と
は
、
叙
述
全
体
の
論
理
的
一
貫

性
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の

は
、
一
人
称
の
「
私
」
で
綴
ら
れ
た
こ
の
補
筆
が
レ
ー
ギ
ノ
自
身
の
手
に
由
来

す
る
の
か

│
例
え
ば
、「
報
告
」
を
削
除
し
た
際
に
原
テ
ク
ス
ト
の
羊
皮
紙

の
欄
外
に
メ
モ
し
た
レ
ー
ギ
ノ
の
注
記

│
、
あ
る
い
は
『
続
編
』
の
執
筆
者

の
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
に
よ
る
新
た
な
加
筆
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論

と
し
て
は
、
前
者
の
可
能
性
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
る（
101
）。
一
、
ア
ー
ダ
ル
ベ

ル
ト
が
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
を
執
筆
し
た
九
六
七
年
末
／
六
八
年
初
頃

は
、
事
件
か
ら
既
に
七
〇
年
近
く
経
て
お
り
、
当
時
の
記
憶
も
薄
れ
て
い
る
中

で
、
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
が
レ
ー
ギ
ノ
放
逐
の
首
謀
者
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
こ

と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
の
名
を
『
続
編
』
で
敢
え
て
暴
露

す
る
必
然
性
も
乏
し
か
っ
た
。
二
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
は
、
レ
ー
ギ
ノ
の
テ
ク

ス
ト
へ
の
補
筆
に
際
し
て
は
三
人
称
を
用
い
て
い
る（
102
）。
三
、八
九
九
年
の

項
で
レ
ー
ギ
ノ
は
間
接
的
な
が
ら
も
、
リ
シ
ャ
ー
ル
の
院
長
登
位
が
敵
対
者
の

策
謀
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
リ
シ
ャ
ー
ル
が
「
私
の
職
の
忌
ま
わ
し
き
後
継
者
（invidiosus 

m
ei negotii successor

）」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
レ
ー
ギ
ノ
の
敵

対
者
は
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
三
兄
弟
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い（
103
）。

同
家
は
「
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
」
の
中
部
、
メ
ッ
ツ
を
拠
点
と
す
る
モ
ー
ゼ
ル
地

方
の
有
力
貴
族
家
門
で
あ
る
。『
年
代
記
』
の
記
事
中
で
も
、
同
家
に
対
す
る

レ
ー
ギ
ノ
の
批
判
的
姿
勢
が
随
所
で
言
明
さ
れ
て
い
る
。

ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
と
マ
ト
フ
リ
ー
ト
の
兄
弟
は
、
八
九
二
年
の
マ
イ
エ
ン
フ
ェ

ル
ト
ガ
ウ
伯
メ
ギ
ン
ガ
ウ
ト
殺
害
事
件
に
端
を
発
す
る
血
腥
い
フ
ェ
ー
デ
に
お

い
て
、
血
縁
関
係
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
ビ
ー
ト
ガ
ウ
伯
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
ら

と
常
に
行
動
を
共
に
し
て
き
た
。
八
九
五
年
に
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
が
「
ロ
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直
前
の
）
八
九
八
年
二
月
五
日
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
ト
リ
ー
ア
司
教
教
会

は
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
か
ら
広
範
な
特
権
を
授
与
さ
れ
た
。
プ
リ
ュ
ム
修
道

院
と
そ
の
子
院
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ア
イ
フ
ェ
ル
修
道
院
も
、
同
年
一
〇
月
一
六

日
と
一
一
月
一
三
日
に
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
か
ら
所
領
寄
進
な
い
し
特
権
授

与
を
受
け
て
お
り
、
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
と
レ
ー
ギ
ノ
は
、
こ
の
時
点
で
は
な
お
ツ

ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
の
支
持
派
に
属
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る（
105
）。
な
お
、

ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
の
治
世
の
八
九
五
〜
九
九
年
の
間
に
、〝
叛
乱
者
〞
フ

ー
ゴ
ー
が
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
の
監
視
下
に
託
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も

（
八
八
五
年
の
項
）、
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
が
修
道
院
長
レ
ー
ギ
ノ
に
寄
せ
る
篤
い

信
頼
が
窺
わ
れ
る
。

ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
と
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
の
関
係
が
再
び
悪
化
し
た
正
確
な

時
期
は
不
明
で
あ
る
。
レ
ー
ギ
ノ
は
八
九
九
年
の
項
で
自
ら
の
退
位
に
つ
い
て

躊
躇
い
が
ち
に
記
し
た
後
、
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
は
、
レ
ギ
ナ
ー
ル
へ
の
攻

撃
が
為
す
と
こ
ろ
な
く
終
わ
っ
た
後
、
司
教
た
ち
が
レ
ギ
ナ
ー
ル
に
ア
ナ
テ
マ

の
裁
き
を
下
す
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
、
彼
ら
に
向
け
て
威
嚇
、
非
難
、
そ
し

て
侮
蔑
の
言
葉
を
浴
び
せ
か
け
た
、
と
伝
え
て
い
る
。『
フ
ル
ダ
編
年
誌
（
レ

ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
本
）』
も
九
〇
〇
年
の
項
で
、
激
昂
し
た
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ

ル
ト
が
大
司
教
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
の
頭
を
司
教
杖
で
打
ち
据
え
、
こ
の
た
め
司
教

並
び
に
伯
全
員
に
よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
ラ
ー
ト

ボ
ー
ト
は
遅
く
と
も
翌
九
〇
〇
年
三
月
ま
で
に
は
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
と
袂

を
分
か
っ
て
い
た
。
新
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
「
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
」
の
デ
ィ

ー
デ
ン
ホ
ー
フ
ェ
ン
に
到
来
し
た
際
に
発
給
し
た
国
王
証
書
に
、
請
願
者
と
し

て
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
司
教
ア
ー
ダ
ル
ベ
ロ
と
並
ん
で
彼
の
名
前
が
見
え
る
か
ら

で
あ
る（
106
）。

三　

ボ
ー
ネ
ン
カ
ン
プ（
107
）
は
一
つ
の
仮
説
と
し
て
、
八
九
九
年
当
時
マ
ト

ュ
ム
か
ら
応
戦
の
部
隊
を
派
遣
す
る
が
、
最
終
的
に
両
国
王
は
休
戦
に

合
意
。

八
九
九 
年
初
頃
：
ザ
ン
ク
ト
・
ゴ
ア
ー
ル
の
会
見
。
東
西
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
使

者
の
協
議
に
よ
り
シ
ャ
ル
ル
と
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
の
間
に
和
平
成

立
。
し
か
し
、
舞
台
裏
の
密
談
で
は
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
の
排
斥
に

合
意
。

　
　
　

 

？
：
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
レ
ー
ギ
ノ
失
脚
。
後
継
院
長
は
マ
ト
フ
リ
ー

ト
家
の
リ
シ
ャ
ー
ル
。

　
　
　

？
：
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
、
命
令
に
抵
抗
す
る
司
教
た
ち
を
侮
辱
。

九
〇
〇 

年
三
月
：「
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
」
の
有
力
貴
族
、
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル

ト
か
ら
離
反
し
、
新
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
恭
順
。

　
　
　

 

八
月
：
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
及
び
マ
ト
フ
リ
ー
ト

家
の
兄
弟
と
の
戦
闘
で
戦
死
。

九
〇
六 

年
秋
：
コ
ン
ラ
ー
ト
家
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄

弟
、
国
王
に
よ
っ
て
所
領
を
没
収
さ
れ
失
脚
。

鍵
と
な
る
の
は
八
九
九
年
当
時
の
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
、
マ
ト
フ
リ
ー
ト

家
の
兄
弟
、
そ
れ
に
レ
ー
ギ
ノ
と
後
に
プ
リ
ュ
ム
を
退
去
し
た
彼
の
庇
護
者
と

な
っ
た
ト
リ
ー
ア
大
司
教
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
の
四
者
の
関
係
、
特
に
前
二
者
間
の

協
力
な
い
し
対
立
関
係
で
あ
る
。

若
干
補
足
す
る
な
ら
ば
、
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
は
、
八
九
五
年
の
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ

ボ
ル
ト
の
国
王
登
位
以
来
、
そ
の
書
記
局
長
の
任
に
あ
っ
た
が
、
八
九
六
年

一
一
月
一
一
日
か
ら
八
九
七
年
一
二
月
二
八
日
ま
で
の
一
年
以
上
の
間
、
国
王

証
書
に
書
記
局
長
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
書
記
局
長
と
し
て
再
び
登
場

す
る
の
は
、（
恐
ら
く
は
大
司
教
と
対
立
し
て
い
た
レ
ギ
ナ
ー
ル
が
離
反
す
る
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の
か
、
こ
の
点
は
憶
測
の
域
を
出
な
い（
108
）。

ほ
ぼ
確
実
な
の
は
、
そ
の
後
リ
シ
ャ
ー
ル
が
レ
ー
ギ
ノ
を
排
斥
し
て
、
王
国

修
道
院
で
あ
る
プ
リ
ュ
ム
の
院
長
と
い
う
枢
要
な
地
位
を
簒
奪
す
る
に
は
、
マ

ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
の
圧
力
の
み
で
は
不
充
分
で
、
国
王
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ

ル
ト
の
了
解
を
取
り
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
年
の
八
九
八
年

二
／
三
月
に
追
放
さ
れ
た
レ
ギ
ナ
ー
ル
に
つ
い
て
レ
ー
ギ
ノ
は
、「
如
何
な
る

者
の
教
唆
に
よ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
」
と
い
う
非
難
を
含
意
し
た
文
言
を
残

し
て
い
る
。
こ
の
文
言
に
は
、
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
と
対
立
す
る
レ
ギ
ナ

ー
ル
に
寄
せ
る
著
者
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
読
み
込
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る（
109
）。

レ
ー
ギ
ノ
は
、
親
レ
ギ
ナ
ー
ル
的
姿
勢
の
故
に
、
裏
切
り
の
嫌
疑
あ
り
と
し
て

マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
に
よ
っ
て
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
に
讒ざ
ん
げ
ん言
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か（
110
）。
同
年
秋
、
勢
力
を
回
復
し
た
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
に
対

抗
し
て
、
シ
ャ
ル
ル
が
反
撃
の
た
め
の
拠
点
と
し
た
の
は
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
で

あ
っ
た
。
こ
の
件
で
レ
ー
ギ
ノ
が
、
短
慮
で
激
し
や
す
い
性
格
の
ツ
ヴ
ェ
ン
テ

ィ
ボ
ル
ト
の
不
興
を
買
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

院
長
の
交
替
は
、
シ
ャ
ル
ル
＝
レ
ギ
ナ
ー
ル
党
派
を
共
通
の
敵
と
す
る
国
王

と
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
、
双
方
の
利
害
と
思
惑
が
期
せ
ず
し
て
一
致
し
、
戦
略
的

に
手
を
組
ん
だ
こ
と
で
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
レ
ー
ギ
ノ
は
そ
の

犠
牲
者
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か（
111
）。
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
は
確

か
に
九
〇
六
年
に
失
脚
し
た
が
、
そ
の
後
も
「
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
」
内
に
留
ま

り
続
け
て
お
り
、
レ
ー
ギ
ノ
に
と
っ
て
そ
の
存
在
は
な
お
脅
威
で
あ
り
続
け
た

筈
で
あ
る
。
九
〇
八
年
一
月
に
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
発
給
し
た
証
書
で
ゲ
ー

ア
ハ
ル
ト
は
、
確
か
に
「
か
つ
て
の
伯
（quondam

 com
es

）」
と
呼
ば
れ
て

い
る（
112
）。
し
か
し
、
九
一
〇
年
六
月
に
彼
が
旧
敵
で
あ
る
コ
ン
ラ
ー
ト
家
の

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
と
共
に
対
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
戦
で
斃
れ
た
事
実
は
、
こ
の
間
両
家

フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
が
国
王
側
に
与
し
て
い
た
場
合
を
想
定
す
る
。
同
年
初
頭

に
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
の
排
除
を
密
約
し
た
ザ
ン
ク
ト
・
ゴ
ア
ー
ル
の
謀
議

の
場
に
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
、
そ
れ
に
レ
ー
ギ
ノ
も
共
に
参
加
し
て
お
り
、
後
に
こ

の
こ
と
が
露
見
し
た
た
め
、
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
及
び
彼
に
味
方
す
る
マ
ト

フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
に
よ
っ
て
プ
リ
ュ
ム
か
ら
追
放
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
兄
弟
が
こ
の
間
に
国
王
か
ら
再
び
離
反
し
て

い
た
場
合
で
あ
る
。
二
人
は
、
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
の
党
派
を
支
持
す
る
ラ

ー
ト
ボ
ー
ト
と
対
立
し
、
レ
ー
ギ
ノ
を
プ
リ
ュ
ム
の
地
か
ら
追
放
し
た
、
と
い

う
構
図
に
な
る
。

問
題
は
、
肝
心
の
八
九
九
年
の
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
の
動
向
、
あ
る
い

は
各
事
件
の
正
確
な
時
点
が
不
明
な
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
一
連
の
事
件
に
つ

い
て
伝
え
て
い
る
の
は
レ
ー
ギ
ノ
の
み
で
あ
り
、
他
の
史
料
に
よ
る
検
証
を
欠

く
。
こ
の
た
め
、
我
々
は
こ
こ
で
論
証
の
限
界
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
、
レ
ー
ギ
ノ
が
『
年
代
記
』
の
記
事
中
で
、
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
に
対

し
て
の
み
な
ら
ず
、
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
の
粗
野
で
傍
若
無
人
な
振
る
舞
い

に
つ
い
て
も
批
判
的
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
事
実
を
踏
ま
え
、
ボ
ー
ネ
ン
カ
ン
プ

の
第
一
の
仮
説
を
支
持
し
た
い
。
八
九
八
年
秋
、
シ
ャ
ル
ル
＝
レ
ギ
ナ
ー
ル
の

同
盟
に
対
抗
す
る
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
が
、
そ
れ
ま
で
の
劣
勢
を
挽
回
す
る

契
機
と
な
っ
た
の
は
、
フ
レ
ル
ヒ
ン
ゲ
ン
に
て
王
国
の
有
力
貴
族
の
恭
順
を
得

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
地
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
、
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
マ
ト
フ
リ
ー

ト
兄
弟
ら
の
権
力
基
盤
の
一
つ
で
あ
り
、
彼
ら
は
共
通
の
敵
で
あ
る
レ
ギ
ナ
ー

ル
へ
の
対
抗
上
、
こ
の
時
は
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
側
に
与
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
翌
八
九
九
年
初
頭
の
ザ
ン
ク
ト
・
ゴ
ア
ー
ル
の
密
談
に
書
記
局
長
の
ラ
ー

ト
ボ
ー
ト
と
レ
ー
ギ
ノ

│
あ
る
い
は
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟

│
が
、
ツ

ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
側
の
「
有
力
者
（optim

ates

）」
と
し
て
参
加
し
て
い
た
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八
九
二
年
の
項
の
「
自
己
検
閲
」
の
問
題
を
、
九
〇
六
／
〇
八
年
の
時
点
の

執
筆
動
機
（causa scribendi

）
と
連
結
さ
せ
た
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
の
解
釈
は
極

め
て
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
難
点
も
多
々
あ
る
。
レ
ー
ギ
ノ
が
プ
リ
ュ
ム
修

道
院
長
へ
の
復
位
の
期
待
を
抱
い
て
い
た
と
の
言
説
は
、
純
然
た
る
憶
測
に
留

ま
る
。
前
提
と
な
る
レ
ー
ギ
ノ
と
コ
ン
ラ
ー
ト
家
及
び
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ハ
ッ

ト
ー
と
の
対
立
関
係
と
い
う
想
定
も
、
同
様
に
史
料
上
の
論
拠
を
欠
く
。
あ
る

い
は
ま
た
、
何
故
、
恐
ら
く
は
本
文
を
擱
筆
し
た
後
に
書
か
れ
た
「
序
文
」
の

中
で
、「
か
く
し
て
着
手
し
た
作
品
を
現
在
に
至
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
先
述
の

主
の
受
肉
か
ら
数
え
て
九
〇
八
年

0

0

0

0

に
至
る
ま
で
書
き
続
け
」
と
記
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
実
際
に
は
九
〇
六
年
を
も
っ
て
終
結
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず（
115
）。

む
し
ろ
、
よ
り
重
要
に
思
わ
れ
る
の
は
、
何
故
『
年
代
記
』
に
は
こ
の
間
の

九
〇
七
年
と
九
〇
八
年
の
項
の
記
事
が
欠
け
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
め

ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
提
起
さ
れ
た
の
は
、
作
品
末
尾
の
二
年
分
の
記

事
は
伝
承
過
程
で
欠
損
し
た
（
ブ
ル
ン
ヘ
ル
ツ
ル
）、
あ
る
い
は
八
九
二
年
の

項
と
同
じ
く
レ
ー
ギ
ノ
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
（
ブ
リ
ン
ケ
ン
）
と
い
う
推
測

で
あ
る（
116
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
は
、
レ
ー
ギ
ノ
が
国
王
ル
ー

ト
ヴ
ィ
ヒ
と
そ
の
側
近
グ
ル
ー
プ
の
支
援
を
確
保
す
る
た
め
に
、
九
〇
七
年
に

起
き
た
悲
劇
的
な
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
に
つ
い
て
意
図
的
に
沈
黙
し
、
執
筆
を
回

避
し
た
、
と
の
仮
説
を
提
示
し
て
い
る（
117
）。
同
年
七
月
四
日
。
バ
イ
エ
ル
ン

の
帝
国
貴
族
家
門
ル
イ
ト
ポ
ル
デ
ィ
ン
グ
家
の
始
祖
で
、
幼
王
の
後
見
役
の
一

人
と
し
て
統
治
を
支
え
て
き
た
ル
イ
ト
ポ
ル
ト
の
率
い
る
バ
イ
エ
ル
ン
人
の
軍

隊
は
、
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
近
郊
の
戦
い
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
に
壊
滅
的
敗
北
を

喫
し
た
。
戦
闘
で
は
ル
イ
ト
ポ
ル
ト
の
他
に
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
、
フ
ラ
イ

ジ
ン
グ
・
ゼ
ー
ベ
ン
の
両
司
教
、
及
び
多
数
の
伯
が
戦
死
し
た
。
こ
の
結
果
、

東
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
東
南
部
国
境
線
は
、
エ
ン
ス
川
ま
で
大
き
く
後
退
す
る
こ

間
の
和
解
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
マ
ト
フ
リ
ー
ト
も
復
権
を

果
た
し
、
九
一
一
年
以
降
再
び
伯
と
し
て
史
料
に
登
場
す
る（
113
）。

四　

最
後
に
、
近
年
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
が
唱
え
た
新
説
を
紹
介
し
て
お
く（
114
）。

彼
は
『
年
代
記
』
の
記
事
の
行
間
に
潜
む
批
判
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
、
八
九
九

年
当
時
レ
ー
ギ
ノ
が
退
位
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
の
は
、「〔
私
の
〕
競
合
者
の
画

策
（aem

ulis agentibus

）」（
八
九
二
年
の
項
、
Ａ
稿
の
補
筆
）
が
作
用
し
て

い
た
か
ら
、
と
の
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
「
競
合
者
」
は
マ
ト
フ
リ
ー
ト

家
の
兄
弟
と
見
做
す
の
が
通
説
的
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ッ
ク
リ
ー
ン

は
、
同
家
の
背
後
に
潜
む
〝
黒
幕
〞
の
存
在
を
推
定
す
る
。
そ
の
正
体
は
、
こ

の
時
同
家
と
手
を
組
ん
で
い
た
東
フ
ラ
ン
ク
宮
廷
の
有
力
者
で
あ
る
コ
ン
ラ
ー

ト
家
及
び
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ハ
ッ
ト
ー
の
党
派
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
ま
た
、

マ
ッ
ク
リ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
レ
ー
ギ
ノ
は
、
ト
リ
ー
ア
に
移
住
後
も
プ
リ
ュ
ム

修
道
院
長
に
復
位
す
る
機
会
を
伺
っ
て
お
り
、
同
地
で
相
次
い
で
執
筆
し
た
音

楽
理
論
書
、『
ゼ
ン
ト
裁
判
事
件
に
関
す
る
二
巻
の
書
』、『
年
代
記
』
を
い
ず

れ
も
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
側
近
（
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
、
ハ
ッ
ト
ー
、
ア
ー
ダ
ル

ベ
ロ
）
に
献
呈
し
た
の
は
、
彼
ら
有
力
者
が
自
ら
の
復
位
の
た
め
に
国
王
に
働

き
か
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟

は
、
最
終
的
に
は
九
〇
六
年
春
に
コ
ン
ラ
ー
ト
家
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
一
〇
月

に
は
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
、
所
領
を
没
収
さ
れ
た
。
こ
の

時
点
で
レ
ー
ギ
ノ
は
既
に
八
九
二
年
の
項
の
「
報
告
」
を
執
筆
し
終
え
て
お

り
、
そ
こ
に
は
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
の
み
な
ら
ず
、
コ
ン
ラ
ー
ト
家
に
対

す
る
非
難
も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
自
ら
の
復
位
の
好
機
が
到
来
し
た
と

考
え
た
レ
ー
ギ
ノ
は
、
九
〇
八
年
に
『
年
代
記
』
を
献
呈
す
る
際
に
、
か
つ
て

は
敵
対
し
た
も
の
の
、
今
や
宮
廷
の
中
枢
に
座
す
コ
ン
ラ
ー
ト
家
の
存
在
に
忖

度
し
、「
報
告
」
を
自
ら
の
手
で
削
除
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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者
の
「
大
公
」
の
実
態
解
釈
に
つ
い
て
は
大
い
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
国
王

が
任
免
権
限
を
有
す
る
行
政
上
の
重
要
官
職
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
も
の

の
、
そ
の
管
轄
領
域
や
権
限
の
内
容
、
伯
位
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
な
お
不

明
な
箇
所
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
国
内
外
の
辺
境
地

域
（
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ド
ル
、
フ
リ
ウ
ー
リ
、
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
、
ブ

ル
タ
ー
ニ
ュ
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
、
ベ
ー
メ
ン
）
の
軍
事
的
防
衛
を
管
掌
す
る

伯
ク
ラ
ス
の
有
力
貴
族
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
実
態
と
し
て
は
「
辺
境

伯
（m

archio

）」
類
似
の
行
政
上
の
官
職
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う（
122
）。

な
お
、
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
関
し
て
レ
ー
ギ
ノ
が
用
い
た
「
大
公
」
は
、 

オ
ッ
ト
ー
朝
期
に
「
国
王
に
次
ぐ
（secundus a rege

）」
実
力
を
有
す
る 

頭プ

リ

ン

ケ

プ

ス

領
的
大
貴
族
の
み
に
授
け
ら
れ
た
最
高
官
職
と
し
て
の
五
大
公
位
（
ザ
ク
セ

ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
、
ア
ラ
マ
ニ
エ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
）（123
）

と
は
規
模
に
お
い
て
も
権
能
に
お
い
て
も
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付

け
加
え
て
お
く
。

注（
１
） 

本
稿
は
、
二
〇
二
六
年
三
月
に
刊
行
予
定
の
プ
リ
ュ
ム
の
レ
ー
ギ
ノ

『
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
年
代
記
』
の
「
訳
者
解
説
」
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ

る
。

（
２
） D

üm
m

ler, G
eschichte des O

stfränkischen R
eiches, B

d. 3, S. 657. 

参
照
、ders., E

inleitung, in: D
ie C

hronik des A
btes R

egino von 

P
rüm

, S.V
-X

III, h
ier S. X

I. M
ax M

anitius, G
eschichte der 

lateinischen Literatur des M
ittelalters, B

d. 1, (H
andbuch der 

A
ltertum

sw
issenschaft, A

bt. 9, Teil 2, B
d. 1), M

ünchen 1911, S. 
700:

「
中
世
に
お
け
る
最
も
重
要
な
歴
史
書
」。

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
118
）。
翌
九
〇
八
年
の
八
月
三
日
に
は
、
ザ
ク
セ
ン
に

侵
攻
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
の
戦
闘
で
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
辺
境
伯
ブ
ル
ヒ

ャ
ル
ト
、
コ
ン
ラ
ー
ト
家
の
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
ル
ー
ド
ル
フ
、
そ
れ
に
二

年
前
に
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
の
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
を
裏
切
っ
て
国
王
ル
ー
ト
ヴ

ィ
ヒ
の
側
に
寝
返
っ
た
伯
エ
ー
ギ
ノ
が
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る（
119
）。

『
年
代
記
』
の
被
献
呈
者
が
国
王
の
後
見
役
の
一
人
で
あ
る
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル

ク
司
教
ア
ー
ダ
ル
ベ
ロ
で
あ
る
こ
と
、
レ
ー
ギ
ノ
が
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
構
成

に
常
に
重
き
を
置
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
八
八
九
年
の
項
で
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
人

に
関
す
る
並
外
れ
て
詳
細
な
叙
述
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
著
者
が
異
教
徒
に
対

す
る
大
敗
と
い
う
悲
劇
で
は
な
く
、
調
和
的
な
形
で
作
品
を
締
め
括
く
る
こ
と

を
望
ん
だ
可
能
性
は
、
排
除
出
来
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
レ
ー
ギ
ノ
が
九
〇
六
年
の
項
で
は
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ガ
ー
・
フ
ェ
ー

デ
の
終
結
、
そ
し
て
（
自
ら
を
放
逐
し
た
）
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
の
弾
劾

の
叙
述
に
際
し
て
、
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
主
体
的
な
行
動
と
決
断
を
初
め
て

前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
の
も
首
肯
さ
れ
よ
う（
120
）。

七　

dux

、ducatus

の
語
法

結
び
に
難
解
な
訳
語
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
第
二
部
後
半
の
時
期
に
お

け
るdux

（
二
三
例
）、ducatus

（
一
一
例
）
の
自
律
的
語
法
の
語
義
は
な
お

不
鮮
明
で
あ
り
、
適
切
な
訳
語
を
充
て
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
本
訳
書
で
は
ゲ

ッ
ツ
に
よ
る
包
括
的
な
術
語
研
究（
121
）
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
、dux

の
古
典

期
本
来
の
原
義
で
あ
る
「
指
揮
官
」
と
、
中
世
初
期
に
お
け
る
転
義
で
あ
る
官

職
と
し
て
の
「
大
公
」・「
大
公
位
」
を
適
宜
使
い
分
け
た
。

も
っ
と
も
、
両
者
間
の
境
界
は
な
お
流
動
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
特
に
後
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東海大学紀要文学部

マ
ン
は
こ
れ
を
支
持
す
る
。H

artm
ann, E

inleitung, in: R
egino, 

Sendhandbuch, Teil 1, S. X
I-X

LV
III, hier S. X

II. 

併
せ
て
シ
ュ
ラ
イ

ト
ゲ
ン
の
批
判
も
参
照
。Schleidgen, Ü

berlieferungsgeschichte, S. 2 
A

nm
. 8. 

フ
ラ
ヴ
ィ
チ
ュ
カ
も
慎
重
な
姿
勢
を
崩
さ
な
い
。H

law
itschka, 

R
egino von Prüm

, S. 12.

（
10
） D

as älteste „N
ecrolog“ des K

losters St. M
axim

in vor T
rier, hg. v. 

Francesco R
oberg, (M

G
H

 Libri M
em

oriales et N
ecrologia N

ova 

Series, 8), H
annover 2008, S. 143. 

参
照
、Francesco R

oberg, N
eues 

zur B
iograph

ie des R
egino von P

rüm
. D

ers., G
efälschte 

M
em

oria. D
iplom

atisch-historische S
tu

dien
 zu

m
 ältesten 

„N
ecrolog“ des K

losters St. M
axim

in vor T
rier, (M

G
H

 Studien 

und Texte, 43), H
annover 2008, S. 36f.

（
11
） 

ミ
ー
ン
ズ
は
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
ロ
ー
ベ
ル
ク
の
研
究
成
果
を
組
み
合
わ

せ
、
レ
ー
ギ
ノ
（
＝R

eginhardus

）
は
、
八
六
〇
年
以
前
に
聖
マ
ク

シ
ミ
ヌ
ス
修
道
院
か
ら
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
に
移
籍
し
た
と
推
定
す
る
。

M
eens, R

ise and Fall of the C
arolingians, pp. 315f. 

も
と
よ
り
、

そ
の
可
能
性
は
排
除
出
来
な
い
も
の
の
、
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は

な
い
。
ア
プ
ス
ナ
ー
は
レ
ー
ギ
ノ
が
プ
リ
ュ
ム
修
道
士
に
な
っ
た
の
は

「
恐
ら
く
は
八
八
六
年
以
降
」
と
す
る
が
、
や
は
り
根
拠
を
欠
く
。

B
urkhard A

psner, in: G
eschichte des B

istum
s T

rier, B
d. 1: Im

 

U
m

bruch der K
ulturen. Spätantike und Frühm

ittelalter, hg. v. 

H
einz H

einen - H
ans H

ubert A
nton - W

infried W
eber, (Ver-

öffentlichungen des B
istum

sarchivs T
rier, 38), T

rier 2003, S. 
279.

（
12
） 

以
下
、H

aubrichs, K
ultur der A

btei Prüm
, S. 31-53. Isphording, 

（
３
） G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 10, S. 162. 

同
書
に
つ
い
て
は

筆
者
の
新
刊
紹
介
（『
西
洋
中
世
研
究
』
一
七
号
、
二
〇
二
五
年
、

一
五
九
│
一
六
〇
頁
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
） 
以
下
、
レ
ー
ギ
ノ
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
次
の
文
献
を
参

照
さ
れ
た
い
。H

law
itschka, R

egino von Prüm
. G

erhard Schm
itz, 

A
rt. R

egino von P
rüm

. W
attenbach-Levison-Löw

e, H
eft 6, S. 

898-904. A
nton, R

egino von P
rüm

. M
acLean, Introduction. 

G
oetz, C

hronik R
eginos von Prüm

.

（
５
） H

aubrichs, K
ultur der A

btei P
rüm

, S. 67. F
ranz B

runhölzl, 

G
eschichte der lateinischen Literatur des M

ittelalters, B
d. 2, 

M
ünchen 1992, S. 82. Johannes Laudage, A

rt. R
egino, in: 

Lexikon des M
ittelalters, B

d. 7, M
ünchen 1995, Sp. 579f. A

nton, 

R
egino von Prüm

, S. 9. 

（
６
） Johannes H

ugo W
yttenbach, N

och ein W
ort über R

egino, und 

die U
rschrift seiner C

hronica, in: A
rchiv der G

esellschaft für 

ältere deutsche G
eschichtskunde, 3 (1821), S. 291-296, hier S. 292. 

（
７
） Innes, State and Society in the E

arly M
iddle A

ges, p. 190.

（
８
） 

後
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
こ
の
証
言
は
今
日
の
研
究
で
は
概
ね
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
。Peter N

eu, Zur H
erkunft der frühen Ä

bte der 

A
btei Prüm

, in: „anno verbi incarnati D
C

C
C

X
C

III conscriptum
“. 

Im
 Jahre des H

errn 893 geschrieben. 1100 Jahre Prüm
er U

rbar. 

Festschrift, hrsg. von R
einer N

olden, T
rier 1993, S. 137-143, hier 

S. 140. Isphording, Prüm
, S. 302 A

nm
. 212. M

acLean, Intro-

duction, p. 3. 

（
９
） Tellenbach, K

onvent der R
eichsabtei Prüm

, S. 3, S. 10. 

ハ
ル
ト
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tutione des R
egino von P

rüm
, (B

ayerisch
e A

kadem
ie der 

W
issenschaften, M

usikhistorische K
om

m
ission, Veröffen-

tlichungen der M
usikhistorischen K

om
m

ission, 5), M
ünchen 

1979. Susan R
ankin, Searching for O

rder A
m

idst C
arolingian 

C
haos. T

he M
usical W

ork of R
egino of Prüm

, in: W
issen und 

B
ildung in einer Z

eit bedrohter O
rdnung: D

er Z
erfall des 

K
arolingerreiches um

 900. K
now

ledge and C
ulture in T

im
es of 

T
hreat: T

he F
all of the C

arolingian E
m

pire (ca. 900), hg. v. 

W
arren Pezé, (M

onographien zur G
eschichte des M

ittelalters, 

69), Stuttgart 2020, S. 77-102.

（
20
） W

arren Sanderson, A
rchbishop R

adbod, R
egino of Prüm

 and 

Late C
arolingian A

rt and M
usic in T

rier, in: Jahrbuch der 

B
erliner M

useen 24 (1982), S. 41-61, bes. S. 54-58 （
画
像
はS. 56, 

Fig. 15

）.

（
21
） 

収
録
さ
れ
た
最
も
新
し
い
項
目
（R

egino, Sendhandbuch, Teil 1, c. 
450, 451, S. 364-369

）
は
九
〇
六
年
の
も
の
で
あ
る
。H

artm
ann, 

E
inleitung （

注
９
）, S. X

V
I.

（
22
） H

artm
ann, E

inleitung （
注
９
）, S. X

Lf. 

詳
細
は
、
西
川
洋
一
「
初
期

中
世
裁
判
史
に
お
け
る
ゼ
ン
ト
裁
判
の
位
置
（
一
〜
二
）」、
第
三
〜
五

章
に
お
い
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
23
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
拙
訳
「
解
説
」、
四
三
五
│
四
四
九
頁
を
参
照
。

（
24
） K

urze, Praefatio, in: R
eginonis abbatis Prum

iensis C
hronicon, S. 

V
-X

V
II, hier S. V

I.

（
25
） Schleidgen, Ü

berlieferungsgeschichte, S. 130-154. 

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン

ド
『
報
復
の
書
』
の
写
本
に
つ
い
て
も
同
じ
ル
ー
ト
の
存
在
が
確
認
さ

Prüm
, S. 29ff., S. 65ff. 

を
参
照
。

（
13
） M

artina K
nichel, G

eschichte des Fernbesitzes der A
btei Prüm

, 

in: „anno verbi incarnati D
C

C
C

X
C

III conscriptum
“

（
注
８
）, S. 

145-156.

（
14
） Tellenbach, K

onvent der R
eichsabtei Prüm

, S. 2.

（
15
） H

ubertus Seibert, A
rt. Prüm

er U
rbar, in: Lexikon des M

ittel-

alters, B
d. 7, M

ünchen 1995, Sp. 291f. 

森
本
芳
樹
『
中
世
農
民
の
世

界

│
甦
る
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
所
領
明
細
帳
』、
八
三
頁
、
一
五
六
頁
以

下
。

（
16
） B

M
2 320a. Isphording, Prüm

, S. 239-241.

（
17
） B

M
2 1891a. B

F 42-44. 

参
照
、
八
三
八
年
の
項
。

（
18
） D

as P
rüm

er U
rbar, hg. v. Ingo Schw

ab, (P
ublikationen der 

G
esellschaft für R

heinische G
eschichtskunde, X

X
: R

heinische 

U
rbare, 5), D

üsseldorf 1983, S. 158, S. 259. 
参
照
、ebd., S. 151f. 

森
本
芳
樹
『
中
世
農
民
の
世
界

│
甦
る
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
所
領
明
細

帳
』、
九
八
│
一
〇
〇
、一
〇
四
頁
。
一
三
世
紀
の
写
本
が
伝
え
る
成
立

年
次
に
つ
い
て
は
疑
問
を
呈
す
る
研
究
者
も
い
る
。W

isplinghoff, 

U
ntersuchungen zur G

eschichte des K
losters Prüm

, S. 452-454.

（
19
） R

egino Prum
ensis de harm

onica institutione, in: C
lavis G

erberti. 

E
ine R

evision von M
artin G

erberts Scriptores ecclesiastici de 

m
usica sacra potissim

um
 (St. B

lasien 1784), hg. v. M
ichael 

B
ern

h
ard

, (B
ayerisch

e A
k

ad
em

ie der W
issensch

aften, 

M
usikh

istorisch
e K

om
m

ission, V
eröffentlich

ungen der 

M
usikhistorischen K

om
m

ission, 7), M
ünchen 1989, S. 37-73. 

参

照
、M

ichael B
ernhard, Studien zur E

pistola de arm
onica insti-
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673-675. 

先
年
亡
く
な
っ
た
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
中
世
史
家
デ
ィ
ー

ト
リ
ヒ
・
ク
ル
ツ
ェ
（
一
九
二
八
│
二
〇
一
六
年
）
は
そ
の
孫
で
あ
る
。

（
35
） W

erner, A
rbeitsw

eise des R
egino von Prüm

, S. 111. M
acLean, 

Introduction, p. 10.

（
36
） Sch

leidgen, Ü
berlieferu

n
gsgeschichte, S. 131. H

artm
ann, 

E
inleitung （

注
９
）, S. X

III.

（
37
） M

acLean, Introduction, pp. 9f. 

参
照
、K

urze, Praefatio （
注
24
）, S. 

IX
 A

nm
. 6.

（
38
） Pettiau, Prosopography of B

reton R
ulership, pp. 173f. M

acLean, 

Introduction, p. 173 n. 216.

（
39
） 

参
照
、B

M
2 2052a. 

ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』

九
〇
八
年
の
項
（
拙
訳
三
三
二
頁
）。

（
40
） D

üm
m

ler, G
eschichte des O

stfränkischen R
eiches, B

d. 3, S. 657 
A

nm
. 3. 

（
41
） 

以
下
、K

urze, H
andschriftliche Ü

berlieferung und Q
uellen, S. 

312-318. M
acLean, Introduction, pp. 19f. 

の
史
料
解
題
を
参
照
。

（
42
） M

cK
itterick, Perceptions of the Past, pp. 31f.

（
43
） W

erner, A
rbeitsw

eise des R
egino von Prüm

, S. 98f. M
acLean, 

Introduction, pp. 41f. 

も
と
よ
り
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
基

準
か
ら
様
々
な
解
釈

│
例
え
ば
八
六
〇
年
と
八
九
二
年
（B

ohnenkam
p, 

R
egino von Prüm

, S. 297f.

）

│
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

（
44
） 
例
え
ば
、
八
七
一
、
八
七
二
年
の
項
の
皇
帝
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
襲
撃
事
件
、

あ
る
い
は
八
七
三
、
八
七
四
年
の
項
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
情
勢
の
叙
述
な
ど
。

（
45
） W

erner, A
rbeitsw

eise des R
egino von Prüm

, S. 97 m
it A

nm
. 5, S. 

110f.

れ
て
い
る
。
拙
訳
「
解
説
」、
四
二
〇
│
四
二
二
頁
。

（
26
） von den B

rincken, Studien zur lateinischen W
eltchronistik, S. 

133.

（
27
） Schm

itz, A
rt. R

egino von Prüm
, Sp. 1121.

（
28
） Schleidgen, Ü

berlieferungsgeschichte, S. 158.

（
29
） K

urze, Praefatio （
注
24
）, S. X

I-X
V

I. D
ers., H

andsch
riftlich

e 

Ü
berlieferung und Q

uellen, S. 295-312. 

（
30
） 「
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
本
」
は
、
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
『
報
復
の
書
』
の
最
古
の

写
本
を
含
ん
で
お
り
、
著
者
の
自
筆
稿
か
否
か
を
め
ぐ
り
議
論
が
あ

る
。
拙
訳
「
解
説
」、
四
一
六
│
四
二
〇
頁
。

（
31
） Schleidgen, Ü

berlieferungsgeschichte, S. 127f., S. 131. 

一
例
と
し

て
八
八
六
年
の
項
を
参
照
。

（
32
） E

bd., S. 156. 

参
照
、Prinz, Ü

berarbeitung der C
hronik R

eginos 

aus sprachlicher Sicht, S. 123.

（
33
） G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 14 A

nm
. 49.

（
34
） 

プ
ロ
イ
セ
ン
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
師
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ル
ツ
ェ

（
一
八
六
三
│
一
九
一
五
年
）
は
、
ハ
レ
大
学
の
恩
師
で
後
に
モ
ヌ
メ
ン

タ
の
総
裁
に
就
任
し
た
エ
ー
ル
ン
ス
ト
・
デ
ュ
ム
ラ
ー
（
一
八
三
〇
│

一
九
〇
二
年
）
の
委
託
で
、
メ
ー
ル
ゼ
ブ
ル
ク
の
テ
ィ
ー
ト
マ
ル
『
年

代
記
』（
一
八
八
九
年
）、『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
及
び
続
編
』（
一
八
九
〇

年
）、『
フ
ル
ダ
編
年
誌
』（
一
八
九
一
年
）、『
フ
ラ
ン
ク
王
国
編
年
誌
』

（
一
八
九
五
年
）
を
相
次
い
で
編
纂
・
刊
行
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
刊
本

に
つ
い
て
は
、
当
初
よ
り
幾
多
の
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
に
出
征
し
戦
死
。H

arry B
resslau, G

eschichte der 

M
onum

enta G
erm

aniae historica, (= N
A

 42), H
annover 1921, S. 
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223.

（
54
） Schleidgen, Ü

berlieferungsgeschichte, S. 156f. 

参
照
、M

acLean, 

Introduction, pp. 34-36.

（
55
） G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 10, S. 24 A

nm
. 81. 

レ
ー
ギ

ノ
が
他
に
も
複
数
の
手
書
本
を
持
ち
出
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
、

H
aubrichs, K

ultur der A
btei Prüm

, S. 91f. M
acLean, Introduction, 

p. 20

を
参
照
。

（
56
） 

デ
ィ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
研
究
を
参
照
。D

iesenberger, H
ungarian 

O
rigins and C

arolingian Politics in R
egino of Prüm

’s C
hronicle. 

D
ers., Politik der B

edrohung.

（
57
） 

個
々
の
叙
述
に
関
す
る
出
典
史
料
の
可
能
性
に
つ
い
て
、M

acLean, 

Introduction, p. 32-41

の
考
察
を
参
照
。

（
58
）M

acLean, Introduction, pp. 22f., p. 52.

（
59
） Sonntag, Studien zur B

ew
ertung von Zahlenangaben, S. 135f. m

it 

A
nm

. 105.

（
60
） 

マ
ッ
ク
リ
ー
ン
に
よ
る
様
々
な
性
格
の
情
報
源
と
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
を

結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
及
び
修
道
士
に
よ
る
記
憶
の
セ
レ
ク
ト
の
解
明

の
試
み
を
参
照
。M

acLean, Introduction, pp. 30-41.

（
61
） M

acLean, Introduction, pp. 41f., p. 52. G
oetz, C

hronik R
eginos 

von Prüm
, S. 26 A

nm
. 90.

（
62
） W

attenbach-Levison-Löw
e, H

eft 3, S. 348f.; H
eft 5, S. 502f. 

の

他
、
特
に
ネ
ル
ソ
ン
に
よ
る
英
訳
書
の
史
料
解
題
を
参
照
。Janet L. 

N
elson, Introduction, in: T

he A
nnals of St-B

ertin, pp. 1-19.

（
63
） M

arlene M
eyer-G

ebel, Zur annalistischen A
rbeitsw

eise H
ink-

m
ars von R

eim
s, in: Francia 15 (1987), S. 75-108.

（
46
） 

以
下
、K

urze, H
andschriftliche Ü

berlieferung und Q
uellen, S. 318-

324. M
acLean, Introduction, pp. 29f. 

の
史
料
解
題
を
参
照
。

（
47
） W

attenbach
-L

evison-L
öw

e, H
eft 2, S. 245-254

の
他
、
特
に

R
osam

ond M
cK

itterick, C
onstructing the P

ast in the E
arly 

M
iddle A

ges. T
he C

ase of the R
oyal F

rankish A
nnals, in: 

T
ransactions of the R

oyal H
istorical Society, Ser. 6, Vol. 7 （1997

）, 
pp. 101-129. Id., H

istory and M
em

ory in the C
arolingian W

orld, 

C
am

bridge 2004, pp. 97-119 

を
参
照
。

（
48
） M

acLean, Introduction, p. 29. G
oetz, C

hronik R
eginos von Prüm

, 

S. 24 A
nm

. 79.

（
49
） B

oschen, A
nnales Prum

ienses, S. 201-226.

『
古
プ
リ
ュ
ム
編
年
誌
』

と
『
年
代
記
』
の
文
言
の
類
似
箇
所
に
つ
い
て
は
、S. 211-215

を
参
照
。

（
50
） E

bd., S. 195ff., S. 227ff.

『
プ
リ
ュ
ム
編
年
誌
』（
マ
ド
リ
ー
ド
本
）
の

テ
ク
ス
ト
はS. 78-84

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
51
） 

教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
か
ら
「
ロ
ー
タ
ル
の
王
国
」
の
司
教
宛
書
簡
（
八
六
五

年
）、
ヴ
ァ
ル
ト
ラ
ー
ダ
の
破
門
を
伝
え
る
各
国
の
司
教
宛
書
簡

（
八
六
六
年
）、
教
皇
使
節
ア
ル
セ
ニ
オ
か
ら
ニ
コ
ラ
ウ
ス
へ
の
報
告
書

簡
（
八
六
五
年
）、
ロ
ー
タ
ル
か
ら
教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
宛
書
簡

（
八
六
八
年
）、
第
三
回
ア
ー
ヘ
ン
教
会
会
議
議
事
録
（
八
六
二
年
）

他
。
詳
細
は
ウ
ェ
ス
ト
論
文
を
参
照
。W

est, K
now

ledge of the Past.

（
52
） W

erner, A
rbeitsw

eise des R
egino von Prüm

, S. 99-110. 

参
照
、

W
attenbach-Levison-Löw

e, H
eft 5, S. 592f.

（
53
） Schleidgen, Ü

berlieferungsgeschichte, S. 14-16, S. 41f. 

ヴ
ェ
ル
ナ

ー
の
推
論
に
対
す
る
批
判
は
、
既
に
ボ
ッ
シ
ェ
ン
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ

れ
て
い
た
。B

oschen, A
nnales Prum

ienses, S. 195 A
nm

. 79, S. 
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（
64
） W

attenbach-Levison-Löw
e, H

eft 6, S. 671-687. 

ロ
イ
タ
ー
に
よ
る

英
訳
書
の
史
料
解
題
も
参
照
。T

im
othy R

euter, Introduction, in: 

T
he A

nnals of Fulda, pp. 1-14. M
atthias B

echer - Linda D
ohm

en 

- B
ritta H

erm
ans, D

ie sogenannte M
ainzer F

ortsetzung der 

A
nnales F

uldenses und die A
bsetzung K

arls III. 887, in: M
acht 

und H
errschaft als transkulturelle Phänom

ene. T
exte - B

ilder - 

A
rtefakte, hg. v. E

lke B
rüggen, (M

acht und H
errschaft, 13), 

G
öttingen 2021, S. 15-31

は
、
新
た
な
知
見
を
提
供
し
て
は
い
な
い
。

（
65
） 

パ
ツ
ォ
ル
ト
は
「
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
本
」
に
つ
い
て
宮
廷
司
祭
た
ち

の
素
顔
に
迫
る
と
同
時
に
、
八
九
八
〜
九
〇
一
年
の
項
に
つ
い
て
は
パ

ッ
サ
ウ
司
教
リ
シ
ャ
ー
ル
（
在
位
八
九
九
│
九
〇
二
年
）
の
関
与
を
重

視
す
る
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。Steffen Patzold, E

piscopus. 

W
issen über B

ischöfe im
 F

rankenreich des späten 8. bis frühen 

10. Jahrhunderts, (M
ittelalter-F

orschungen, 25), O
stfildern 

2008, S. 363-366, S. 394-396, S. 552-561.

（
66
） W

attenbach-Levison-Löw
e, H

eft 5, S. 535-537. 

（
67
） R

eginonis C
hronicon, ad a. 1, S. 2.

（
68
） E

bd., ad a. 33, S. 3.

（
69
） B

edae Venerabilis, D
e tem

porum
 ratione liber, cap. 66, ad a. 

IIID
C

C
C

C
LII, p. 495. 

（
70
） 

や
や
極
端
で
は
あ
る
が
、
コ
ー
テ
ュ
ー
ム
は
一
九
九
四
年
、
同
時
代
の

事
件
を
主
た
る
対
象
と
す
る
「
世
俗
的
歴
史
叙
述
」
と
い
う
新
解
釈
を

与
え
た
。K

ortüm
, W

eltgeschichte am
 A

usgang der K
arolinger-

zeit, S. 500f., S. 504. 

こ
れ
に
対
し
て
は
、
ゲ
ッ
ツ
の
批
判
を
参
照
。

G
oetz, C

hronik R
eginos von Prüm

, S. 35f., S. 106-110.

（
71
） M

acLean, Introduction, pp. 8f. 

参
照
、Ibid., pp. 18f. M

cK
itterick, 

Perceptions of the Past, p. 31. G
oetz, C

hronik R
eginos von Prüm

, 

S. 19f., S. 58-66.

（
72
） M

atthew
 Innes, H

istorical W
riting, E

thnicity, and N
ational 

Identity. M
edieval E

urope and B
yzantium

 in C
om

parison, in: 

T
he O

xford H
istory of H

istorical W
riting, Vol. 2: 400-1400, ed. by 

Sarah Foot - C
hase Frederick R

obinson, O
xford 2012, pp. 539-

575, hier p. 544.

（
73
） A

irlie, ‘Sad Stories of the D
eath of K

ings ’.

（
74
） K

ortüm
, W

eltgeschichte am
 A

usgang der K
arolingerzeit, S. 

512f. 

参
照
、M

anitius, G
eschichte der lateinischen Literatur des 

M
ittelalters, B

d. 1 （
注
２
）, S. 496. von den B

rincken, Studien zur 

lateinischen W
eltchronistik, S. 129. H

aubrichs, K
ultur der A

btei 

P
rüm

, S. 70. A
nton, R

egino von P
rüm

, S. 11. M
acL

ean, 

Insinuation, C
ensorship and the Struggle, p. 5. D

iesenberger, 

Politik der B
edrohung, S. 151.

（
75
） Löw

e, R
egino von Prüm

. 

レ
ー
ヴ
ェ
の
「
貴
族
的
エ
ー
ト
ス
論
」（S. 

150-161

）
に
つ
い
て
は
、U

lrich H
offm

ann, K
önig, A

del und R
eich 

im
 U

rteil fränkischer und deutscher H
istoriker des 9. bis 11. 

Jahrhunderts, D
iss. Freiburg i. B

r., B
am

berg 1968, S. 31-48. U
bl, 

D
oppelm

oral im
 karolingischen K

irchenrecht ?, S. 121-124. 
G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 99 A

nm
. 425

の
批
判
を
参

照
。
レ
ー
ヴ
ェ
は
ま
た
、
レ
ー
ギ
ノ
が
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
単
に
修
辞

的
表
現
を
借
用
し
た
の
み
な
ら
ず
、『
ピ
リ
ッ
ポ
ス
史
抄
録
』
を
通
じ
て

過
ぎ
し
時
代
の
歴
史
経
過
と
政
治
的
変
遷
、
権
力
に
内
在
す
る
魔
力
、
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法
と
倫
理
の
相
克
、
し
か
し
と
り
わ
け
人
間
の
運
命
に
対
し
て
「
幸
運

（fortuna

）」
が
及
ぼ
す
深
遠
な
作
用
を
学
ん
だ
。
レ
ー
ギ
ノ
の
歴
史
＝

国
家
観
は
、
ア
イ
ン
ハ
ル
ト
『
カ
ー
ル
大
帝
伝
』（
八
二
八
年
成
立
）
に

対
す
る
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
の
関
係
（W

attenbach-Levison-Löw
e, H

eft 2, 
S. 273-277

）
と
同
様
、
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
流
の
歴
史
解
釈
に
よ
っ
て
決
定

的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
の
テ
ー
ゼ
を
提
示
し
た
（S. 162-166

）。

ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
借
用
し
た
個
々
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、M

anitius, 

R
egino und Justin

の
他
、E

m
berger, Fortw

irken des Iustinus

を

参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、Sonntag, Studien zur B

ew
ertung von 

Zahlenangaben, S. 118-120. Schleidgen, Ü
berlieferungsgeschichte, 

S. 4-6

の
批
判
を
参
照
。fortuna
は
第
二
部
後
半
で
は
六
例
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
ボ
ー
ネ
ン
カ
ン
プ
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
異
な
る
文
脈
に

お
い
て
多
義
的
な
語
法
を
示
し
て
お
り
、
歴
史
事
象
を
説
明
す
る
解
釈

範
型
と
し
て
は
、
む
し
ろ
「
神
（
天
）
の
摂
理
（caelitus provisa

）」

（
八
八
〇
年
の
項
、
後
出
）
の
方
が
遙
か
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

B
ohnenkam

p, R
egino von Prüm

, S. 300-306.

（
76
） 

後
段
の
「
我
々
の
父
祖
た
ち
の
時
代
」
に
続
く
（
狭
義
の
）「
我
々
の
時

代
」
は
、
後
に
見
え
る
「
現
在
（presentia tem

pora

）」、
あ
る
い
は

八
九
二
年
の
項
に
記
さ
れ
た
「
現
代
（m

oderna tem
pora

）」
と
同
じ

く
「
同
時
代
」
と
解
さ
れ
る
。G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 

107-110.

（
77
） G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 156.

（
78
） A

irlie, ‘Sad Stories of the D
eath of K

ings ’, p. 126. 

参
照
、pp. 119ff. 

支
持
の
一
例
と
し
て
、G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 83

の

他
、M

acLean, Introduction, pp. 42-46. B
ohnenkam

p, R
egino 

von Prüm
, S. 312 -315. M

eens, R
ise and Fall of the C

arolingians, 

p. 318

の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

（
79
） G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 45, S. 83-86, S. 155-159.

（
80
） A

irlie, ‘Sad Stories of the D
eath of K

ings ’, p. 107, p. 126. 
M

acLean, Introduction, pp. 2f. Schaefer, M
em

oria und silentium
 

um
 900, S. 347.

（
81
） B

M
2 1891a. 

参
照
、O

ffergeld, R
eges pueri, S. 542-544.

（
82
）
注
74
。

（
83
） U

bl, D
oppelm

oral im
 karolingischen K

irchenrecht ?, S. 124. 

参

照
、G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 45f., S. 158.

（
84
） G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 20 A

nm
. 72.

（
85
） 

以
下
、
さ
し
あ
た
り
、
ア
ル
ノ
・
ボ
ル
ス
ト
、
津
山
拓
也
訳
『
中
世
の

時
と
暦

│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
な
か
の
時
間
と
数
』
八
坂
書
房 

二
〇
一
〇
年
、
四
三
│
四
六
頁
、
六
二
│
六
八
頁
、
八
五
│
八
六
頁
を

参
照
（
原
著
一
九
九
〇
年
）。

（
86
） 

以
下
、Sonntag, Studien zur B

ew
ertung von Zahlenangaben, S. 95-

98, S. 109-120. G
oetz, C

hronik R
eginos von Prüm

, S. 123-137

に
拠

る
。

（
87
） R

eginonis C
hronicon, S. 5f.

（
88
） von den B

rincken, Studien zur lateinischen W
eltchronistik, S. 

131.
（
89
） Sonntag, Studien zur B

ew
ertung von Zahlenangaben, S. 113.

（
90
） R

eginonis C
hronicon, S. 37-40.

（
91
） 

実
は
、「
七
一
八
年
三
ヵ
月
二
日
」
は
レ
ー
ギ
ノ
の
計
算
ミ
ス
で
、
そ
れ

ま
で
の
記
載
を
合
算
す
る
と
「
七
一
五
年
九
ヵ
月
」
と
な
る
。G

oetz, 
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C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 133 A

nm
. 563.

（
92
） 

歴
代
教
皇
の
統
治
期
間
で
も
計
算
ミ
ス
が
起
き
て
お
り
、
三
年
五
ヵ
月

一
八
日
分
多
く
算
定
さ
れ
て
い
る
。
前
注
の
修
正
と
併
せ
て
再
計
算
す

る
と
、
両
者
間
の
差
異
は
三
二
年
に
拡
大
す
る
。G

oetz, C
hronik 

R
eginos von Prüm

, S. 136 A
nm

. 565.

（
93
） R

eginonis C
hronicon, S. 40.

（
94
） von den B

rincken, Studien zur lateinischen W
eltchronistik, S. 

132.

（
95
） Sonntag, Studien zur B

ew
ertung von Zahlenangaben, S. 110, S. 

113, S. 116. M
acLean, Introduction, pp. 20-22. G

oetz, C
hronik 

R
eginos von Prüm

, S. 136f.

（
96
） 

ボ
ル
ス
ト
『
中
世
の
時
と
暦
』（
注
84
）、
一
一
四
│
一
一
五
頁
。

（
97
） G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 52. 

修
道
士
に
よ
る
修
道
院
長

の
自
由
選
出
権
は
、
八
八
四
年
に
皇
帝
カ
ー
ル
三
世
に
よ
っ
て
（D

K
III 

100

）、
八
九
一
年
に
は
国
王
ア
ル
ヌ
ル
フ
に
よ
っ
て
（D

A
rn 92

）
認
め
ら

れ
て
い
た
。
参
照
、W

isplinghoff, U
ntersuchungen zur G

eschichte 

des K
losters Prüm

, S. 439-441.

（
98
） Lintzel, C

hronik R
eginos von Prüm

. 

Ｂ
稿
の
記
事
全
体
を
後
世
の

挿
入
と
す
る
ヒ
ュ
ン
プ
フ
ナ
ー
（H

üm
pfner, E

ine unbeachtete 

Interpolation

）
の
仮
説
は
、
レ
ヴ
ィ
ゾ
ー
ン
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
て

い
る
。W

ilhelm
 Levison, in: N

A
 46 (1926), S. 285.

（
99
） Lintzel, C

hronik R
eginos von Prüm

, S. 502 A
nm

. 8.

（
100
）G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 30.

（
101
）M

acLean, Introduction, pp. 49f. Id., Insinuation, C
ensorship and 

the Struggle, p. 11f.

（
102
）
参
照
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
冒
頭
：「
こ
こ
ま

で
は
レ
ー
ギ
ノ
。
こ
こ
か
ら
の
続
き
は
我
々
が
付
け
加
え
た
」（
拙
訳

三
三
二
頁
）。

（
103
） 

ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（
一
八
七
八
年
）
は
、
レ
ー
ギ
ノ
の
敵
対
者
を
西
フ
ラ

ン
ク
国
王
シ
ャ
ル
ル
三
世
と
見
做
す
大
胆
な
推
論
を
展
開
し
た
も
の
の

（H
arttung, Ü

ber R
egino von Prüm

）、
今
日
で
は
完
全
に
否
定
さ
れ

て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
批
判
を
参
照
。W

erner, A
rbeitsw

eise des 

R
egino von Prüm

, S. 115f. 

ヴ
ィ
ス
プ
リ
ン
グ
ホ
フ
（
一
九
九
九
年
）

は
、
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
内
部
で
の
対
立
、
特
に
修
道
院
長
と
し
て
の
レ

ー
ギ
ノ
の
管
理
・
運
営
能
力
に
対
す
る
修
道
士
の
不
満
に
原
因
を
帰
し

た

が
（W

isplinghoff, U
ntersuchungen zur G

eschichte des 

K
losters Prüm

, S. 443-463

）、
具
体
的
な
根
拠
を
提
示
す
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
。
参
照
、H

artm
ann, Lotharingien in A

rnolfs R
eich, 

S. 129. M
acLean, Insinuation, C

ensorship and the Struggle, p. 

18 n. 66. G
oetz, C

hronik R
eginos von Prüm

, S. 52 A
nm

. 183.

（
104
） H

law
itschka, Lotharingien und das R

eich, S. 164, S. 166, S. 168, 
S. 172f. E

w
ig, Frühes M

ittelalter, S. 189. 

（
105
） D

Z 18, 25, 26. B
M
2 1973, 1980, 1981. Schieffer, D

ie lothringische 

K
anzlei um

 900, S. 45f. 

（
106
） 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
、
三
月
二
二
日
に
デ
ィ
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
ェ
ン
（
テ
ィ

オ
ン
ビ
ル
）
に
、
枝
の
主
日
の
四
月
一
三
日
に
は
ア
ー
ヘ
ン
の
各
王
宮

に
て
証
書
を
発
給
し
て
い
る
。D

LdK
 2, 3. B

M
2 1985, 1987. 

前
者
で

は
請
願
者
と
し
て
ツ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ボ
ル
ト
の
書
記
局
長
で
あ
る
ト
リ
ー

ア
大
司
教
ラ
ー
ト
ボ
ー
ト
と
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
司
教
ア
ー
ダ
ル
ベ
ロ

が
、
後
者
で
は
執
り
成
し
人
と
し
て
ア
ー
ダ
ル
ベ
ロ
と
伯
コ
ン
ラ
ー
ト
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の
名
前
が
見
え
る
。
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
と
マ
ト
フ
リ
ー
ト
家
の
兄
弟
も
こ

の
時
点
で
新
国
王
に
服
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。H

law
itschka, 

Lotharingien und das R
eich, S. 180, S. 189.

（
107
）B

ohnenkam
p, R

egino von Prüm
, S. 298-300.

（
108
） 

参
照
、M

acLean, Insinuation, C
ensorship and the Struggle, pp. 

20f. 

ボ
ー
ネ
ン
カ
ン
プ
は
両
者
の
参
加
を
確
実
視
す
る
が
（B

ohnen-

kam
p, R

egino von Prüm
, S. 299 A

nm
. 65

）、
も
と
よ
り
論
拠
は
不

充
分
で
あ
る
。

（
109
） H

law
itschka, Lotharingien und das R

eich, S. 172-177, bes. S. 174 
A

nm
. 56. E

w
ig, Frühes M

ittelalter, S. 193. 

（
110
） H

law
itschka, R

egino von Prüm
, S. 14f.

（
111
） 

参
照
、G

oetz, C
hronik R

eginos von Prüm
, S. 92.

（
112
）D

LdK
 57. B

M
2 2048. 

（
113
） B

M
2 2064b. 

リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
『
報
復
の
書
』
第
二
巻
三
〜
五
章
（
拙

訳
六
九
│
七
四
頁
）。
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』

九
一
〇
年
の
項
（
拙
訳
三
三
三
頁
）。H

law
itschka, Lotharingien 

und das R
eich, S. 191f. A

nm
. 21. D

ers., A
nfänge des H

auses 

H
absburg-Lothringen, S. 76 A

nm
. 20. 

伯
マ
ト
フ
リ
ー
ト
に
つ
い
て

は
、Sch

ieffer, D
ie loth

ringisch
e K

anzlei um
 900, S. 114. 

H
law

itschka, Lotharingien und das R
eich, S. 191f. m

it A
nm

. 21.

（
114
） M

acLean, Insinuation, C
ensorship and the Struggle, pp. 19ff. 

参

照
、Id., Introduction, pp. 7f., pp. 47-51.

（
115
） B

ohnenkam
p, R

egino von P
rüm

, S. 298-300. G
oetz, C

hronik 

R
eginos von Prüm

, S. 30 m
it A

nm
. 100.

（
116
） B

runhölzl, G
eschichte der lateinischen Literatur des M

ittelalters, 

B
d. 2 （

注
５
）, S. 86f. von den B

rincken, Studien zur lateinischen 

W
eltchronistik, S. 129.

（
117
） M

acLean, Introduction, pp. 46f. Id., Insinuation, C
ensorship and 

the Struggle, pp. 26f. D
iesenberger, Politik der B

edrohung, S. 

151, S. 169-173

も
同
旨
。

（
118
） 

参
照
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』
九
〇
七
年
の
項

（
拙
訳
三
三
二
頁
）。B

M
2 2044a. K

urt R
eindel, D

ie bayrischen 

Luitpoldinger 893-989. Sam
m

lung und E
rläuterung der Q

uellen, 

(Q
uellen und E

rläuterungen zur bayerischen G
eschichte, N

F. 

11), M
ünchen 1953, S. 62-70. R

udolf H
iestand, Pressburg 907. 

E
ine W

ende in der G
eschichte des ostfränkischen R

eiches ? in: 

Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 57 (1994), S. 1-20.

（
119
） 

参
照
、B

M
2 2052a. 

ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
『
レ
ー
ギ
ノ
年
代
記
続
編
』

九
〇
八
年
の
項
（
拙
訳
三
三
二
頁
）。

（
120
） 

レ
ー
ギ
ノ
は
、
九
〇
〇
年
の
項
で
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
国
王
登
位
時
に
な

お
幼
少
で
あ
っ
た
事
実
に
沈
黙
し
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
は
そ
の
能
動

的
・
主
体
的
行
動
に
言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
九
〇
六
年
の
項
の
一

節
で
初
め
て
国
王
の
積
極
的
な
統
治
行
為
を
記
し
た
。O

ffergeld, 

R
eges pueri, S. 591f. 

マ
ッ
ク
リ
ー
ン
は
そ
の
後
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
と

の
共
著
論
文
に
お
い
て
、『
年
代
記
』
の
執
筆
動
機
と
し
て
国
王
ル
ー
ト

ヴ
ィ
ヒ
に
向
け
た
「
君
主
鑑
」
と
見
做
す
解
釈
を
批
判
し
た
ウ
ー
ブ
ル

（
一
七
頁
）
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
作
品
中
に
見
え
る
国
王
の
結
婚
と

そ
の
政
治
的
影
響
に
関
す
る
異
例
な
ま
で
に
多
数
の
詳
述
に
注
目
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
ギ
ノ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
規
範
に
則
し

た
良
き
結
婚
と
悪
し
き
結
婚
に
関
す
る
様
々
な
事
例
を
列
挙
す
る
こ
と
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で
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
後
見
人
に
対
し
て
、
独
身
の
国
王
の
将
来
の
結

婚
の
た
め
の
幾
多
の
教
訓
を
提
示
し
、
東
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
断
絶
の

危
機
を
回
避
す
る
こ
と
に
努
め
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

G
oldberg - M

acLean, R
oyal M

arriage.

（
121
） G

oetz, „D
ux“ und „D

ucatus“. 

レ
ー
ギ
ノ
の
語
法
に
つ
い
て
はS. 96-

114.

（
122
） 「
辺
境
（m

archa
）」（
八
六
七
年
の
項
）
に
関
す
る
レ
ー
ギ
ノ
の
語
法

に
つ
い
て
はA

ndrea Stieldorf, M
arken und M

arkgrafen. Studien 

zur G
renzsicherung durch die fränkisch-deutschen H

errscher, 

(M
G

H
, Schriften, 64), H

annover 2012, S. 108f. 

を
参
照
。

（
123
） 

今
日
の
研
究
で
は
、
九
一
九
年
に
オ
ッ
ト
ー
朝
を
樹
立
し
た
東
フ
ラ
ン

ク
国
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
一
世
（
在
位
九
一
九
│
三
六
年
）
に
よ
っ
て
初
め

て
官
職
と
し
て
の
五
大
公
位
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
見
解
が
通
説
に
な

り
つ
つ
あ
る
。
参
照
、
拙
著
『
ド
イ
ツ
史
の
始
ま
り
』
四
、五
章
。
そ
の

後
に
発
表
さ
れ
て
論
文
と
し
て
、M

atthias B
echer, D

as sächsische 

H
erzogtum

 nach W
idukind von C

orvey, in: G
eschichts-vorstel-

lungen. B
ilder, Texte und B

egriffe aus dem
 M

ittelalter. Festschrift 

für H
ans-W

erner G
oetz zum

 65. G
eburtstag, hg. v. Steffen Patzold 

- A
nja R

athm
ann-Lutz - Volker Scior, K

öln-W
eim

ar-W
ien 2012, S. 

102-114

を
追
補
し
て
お
く
。 
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Beiträge zur südwestdeutschen Landesgeschichte. Festschrift für Max Miller, (Veröffentlichungen 

der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B, 21), 

Stuttgart 1962, S. 1-10, (ND. in: ders., Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, Bd. 2, 
Stuttgart 1988, S. 411-425).

Ubl, Karl, Doppelmoral im karolingischen Kirchenrecht ? Ehe und Inzest bei Regino von Prüm, 

in: Recht und Gericht in Kirche und Welt um 900, hg. v. Wilfried Hartmann, (Schriften des 

Historischen Kollegs, Kolloquien, 69), München 2007, S. 91-124.
Werner, Karl Ferdinand, Zur Arbeitsweise des Regino von Prüm, in: Die Welt als Geschichte 19 

(1959), S. 96-116, (ND. in: ders., Einheit der Geschichte. Studien zur Historiographie, hg. v. 

Werner Paravicini, (Francia, Beiheft, 45), Sigmaringen 1998, S. 136-156).

West, Charles, Knowledge of the Past and the Judgement of History in Tenth-century Trier. 

Regino of Prüm and the Lost Manuscript of Bishop Adventius of Metz, in: Early Medieval 

Europe 24 (2016), pp. 137-159.
Wisplinghoff, Erich, Untersuchungen zur Geschichte des Klosters Prüm an der Wende vom 9. 

zum 10. Jahrhundert, in: DA 55 (1999), S. 439-475. 
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Vier teljahrsblätter 17 (1952), S. 151-179, neubearb. ND., in: Geschichtsdenken und 

Geschichtsbild im Mittelalter, hg. v. Walter Lammers, (Wege der Forschung, 21), Darmstadt 

1961, S. 91-134, und in: ders., Von Cassiodor zu Dante. Ausgewählte Aufsätze zur 

Geschichtsschreibung und politischen Ideenwelt des Mittelalters, Berlin-New York 1973, S. 180-
205.

MacLean, Simon, Introduction, in: History and Politics in Late Carolingian and Ottonian Europe, 

pp. 1-60.
─ Insinuation, Censorship and the Struggle for Late Carolingian Lotharingia in Regino of 

Prum’s Chronicle, in: English Historical Review 124 (2009), pp. 1-28.
─ Recycling the Franks in Twelfth-Century England. Regino of Prüm, the Monks of Durham, 

and the Alexandrine Schism, in: Speculum 87 (2012), pp. 649-681.
Manitius, Max, Regino und Justin, in: NA 25 (1900), S. 192-201.
McKitterick, Rosamond, Perceptions of the Past in the Early Middle Ages, (The Conway Lectures in 

Medieval Studies 2004), Notre Dame 2006.
Meens, Rob, The Rise and Fall of the Carolingians. Regino of Prüm and His Conception of the 

Carolingian Empire, in: Faire lien. Aristocratie, réseaux et échanges compétitifs. Mélanges en 

l'honneur de Régine Le Jan, sous la direction de L. Jégou et al., (Histoire ancienne et 

médiévale, 132), Paris 2015, pp. 315-323.
Prinz, Otto, Die Überarbeitung der Chronik Reginos aus sprachlicher Sicht, in: Literatur und 

Sprache im europäischen Mittelalter. Festschrift für Karl Langosch zum 70. Geburtstag, hg. v. 

Alf Önnerfors - Johannes Rathofer - Fritz Wagner, Darmstadt 1973, S. 122-141.
Roberg, Francesco, Neues zur Biographie des Regino von Prüm, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 

72 (2008), S. 224-229.
Schaefer, Felix, Memoria und silentium um 900. Karolingische Gründungsmomente und blinde 

Flecken in der Prümer und Metzer Erinnerungspolitik, in: Wissen und Bildung in einer Zeit 

bedrohter Ordnung: Der Zerfall des Karolingerreiches um 900. Knowledge and Culture in 

Times of Threat: The Fall of the Carolingian Empire (ca. 900), hg. v. Warren Pezé, (Mono-

graphien zur Geschichte des Mittelalters, 69), Stuttgart 2020, S. 325-348.
Schleidgen, Wolf-Rüdiger, Die Überlieferungsgeschichte der Chronik des Regino von Prüm, (Quellen 

und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 31), Mainz 1977.
Schmitz, Gerhard, Ar t. Regino von Prüm, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. 

Verfasserlexikon, 2. Aufl., Bd. 7, Berlin-New York 1989, Sp. 1115-1122.
Sonntag, Regine, Studien zur Bewertung von Zahlenangaben in der Geschichtsschreibung des 

früheren Mittelalters. Die Decem libri Historiarum Gregors von Tours und die Chronica 

Reginos von Prüm, (Münchener Historische Studien, Abt. Mittelalterliche Geschichte, 4), 

Kallmünz 1987.
Tellenbach, Gerd, Der Konvent der Reichsabtei Prüm unter Abt Ansbald (860-886), in: Neue 
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von den Brincken, Anna-Dorothee, Studien zur lateinischen Weltchronistik bis in das Zeitalter Ottos 
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Aufstieg und Untergang des Karolingerreiches bis zum Jahre 906 dar. Er gilt gemeinhin als 

letzter karolingischer Historiograph, aber zugleich als der erste, der auf die Zeit der Karolinger in 

der Retrospektive betrachtet. Mit den insgesamt 30 noch erhaltenen Handschriften, von denen 22 

aus dem 10.- 12 Jh. stammen, gehört Reginos Chronik zu den im Mittelater am häufigsten 

gelesenen und benutzten Geschichtswerken.
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Abstract

Abt Regino von Prüm (ca. 840- 915) and His Chronicle
─ His Life and Works─

MISAGAWA Akihiro

Der Verfasser dieser Zeilen hat bisher die vier wichtigsten Geschichtsdarstellungen der 

Ottonenzeit (919 - 1024)vom Lateinischen ins Japanische übersetzt und in drei Bücher 

veröffentlicht: Bischof Liudprand von Cremona, Antapodosis („Buch der Vergeltung“) , Abt 

Adalbert von Weissenburg, Continuatio Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon („Fortsetzung 

der Chronik Reginos von Prüm“), Widukind von Korvei, Rerum Gestarum Saxonicarum Libri 

Tres („Sachsengeschichte“ ) und Bischof Thietmar Merseburg, Chronicon („Chronik“)  Diesmal 

folgt aus der Karolingerzeit Abt Reginos von Prüm Chronicon („Chronik“), aber ein Auszug von 

den Jahren zwischen 818 und 906. Als einen Vorabdruck aus dem geplanten Buches lege ich 

hiermit eine gekürzte Fassung der Einleitung für den Verfasser und sein Werk. 

Regino (ca. 840- 915) stammt aus einem adligen Geschlecht aus Altrip in der Nähe von Speyer. 

Nach Franz Roberg (2008) war er zuerst Mönch im Kloster St. Maximin bei Trier. Im Jahre 892 

wurde er von den Prümer Mönchen zum Abt gewählt, aber schon 899 aus dem Kloster 

vertrieben, vielleicht eine Folge der Einigung König Zwentibold von Lotharingien (895-900) mit 

dem mächtigen Adelsfamilie Mathfridinger. Regino flüchtete nach Trier, wo ihm Erzbischof 

Radbod (883-915) die Leitung der von den Normannen zerstör ten Abtei von St. Martin 

beauftragte. 

In Trier vollendete Regino drei bedeutende Werke: einen musiktheoretischen Traktat, eine 

kirchenrechtliche Sammlung (nach 906), und eine in der traditionellen Stil der karolingischen 

Annalen geschriebene Weltchronik (abgeschlossen 908).

Nach Ernst Dümmlers Schätzung (1888) nimmt Regino mit der Weltchronik „nicht wegen der 

Genauigkeit seiner Berichte, wohl aber durch freien Überblick und selbständiges Urteil, einer 

der ersten Plätze unter den mittelalterlichen Chronisten ein“. Im Jahre 908 widmete Regino das 

Werk dem Erzieher König Ludwig des Kindes von Ostfranken (900-911), Bischof Adalbert von 

Augsburg (887-909). Chronicon besteht aus den zwei Bücher. Das 1. Buch, betitelt als „libellus de 

tenporibus dominicae incarnationis“, reicht von Christi Geburt bis zum Tode Karl Martekks (741). 

Seine originelle Leistung liegt vor allem in dem erstmaligen Versuch, die Chronologie für die 

Darstellung konsequent an der Inkarnationszählung auszurichten. Das weit umfangreichere 

zweite Buch, bezeichet als „liber de gestis regum Francorum“, stellt die Geschichte über den 
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